
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

総務建設常任委員会記録 
 

 

 

令和８年３月１０日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

総務建設常任委員会 

３月１０日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

 審査案件--------------------------------------------------------------------1 

開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

 市長挨拶 

 委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管分の審査----------------------------------2 

（総務部・建設部・会計室所管分） 

質疑（峰松由紀子委員、早坂京一朗委員、長田知樹委員、藤浦雅彦委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------63

 

 

 



- 1 - 

 

総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和８年３月１０日（火）午前１０時    開会 

              午後 ４時５６分 散会 

 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫   副委員長 塚 本  崇   委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 長 田 知 樹   委  員 南 野 直 司   委  員 早坂京一朗 

  委  員 峰松由紀子 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 嶋野浩一朗  副市長 山 本 和 憲 

市長公室長 平 井 貴 志  総務部長 石原幸一郎  建設部長 永 田  享 

消防長 松 田 俊 也  総合行政委員会事務局長 溝 口 哲 也 

総務部理事 丹 羽 和 人  建設部次長兼道路管理課長 寺 田 満 夫 

会計管理者兼会計室長 柳 瀨 哲 宏 

総務部副理事兼防災危機管理課長 辻  稔 秀 

総務部副理事兼財政課長 妹 尾 紀 子 

総務部副理事兼情報政策課長 大 西 健 一 

総務部副理事兼固定資産税課長 中 尾 昌 志 

建設部副理事兼都市計画課長 藤 井 芳 明  総務課長 真 鍋 伸 也 

資産活用課長 浅 田 明 典  市民税課長 石 坂 直 樹  納税課長 藤 原 英 昭 

工事検査室長 宮 城 陽 一  道路交通課長 黒 田 尚 志 

水みどり課長 杉 山  剛  建築課長 篠 﨑 好 健 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 事務局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件 

  議案第１号 令和８年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第９号 令和７年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分  



- 2 - 

 

（午前１０時 開会） 

○安藤薫委員長 ただいまから総務建設

常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。委員の

皆様方におかれましては大変お忙しいと

ころ、本日は総務建設常任委員会をお持ち

いただきまして、誠にありがとうございま

す。 

 本日の案件でございますが、令和８年度

摂津市一般会計予算所管分の審査ほか１

０件についてでございます。何とぞ慎重審

査の上、御可決を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

 なお、私はこの場一旦離れますけれども

待機しておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は峰松委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。 

 本意見について補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 それでは、質問させて

いただきます。 

 質問番号１番、財政課になります。予算

書１５ページ、地方交付税についてです。 

 市民税が増加しているにもかかわらず、

令和７年度と比較すると倍増の１２億円

となっております。その要因を教えてくだ

さい。 

 質問番号２番、財政課です。予算書１５

ページ、国庫支出金の増額の理由を教えて

ください。 

 質問番号３番、市民税課です。２０ペー

ジ、市民税で個人市民税の増収についてお

伺いします。令和６年度から令和８年度に

かけて比較すると、人口は減少しておりま

す。その中で約１０億円の増収となってお

ります。その理由を教えてください。 

 質問番号４番です。市民税課です。同じ

く２０ページ、市民税の法人市民税の増収

になった理由を教えてください。 

 質問番号５番です。市民税課です。これ

は予算概要３２ページ、納税通知書等印刷

及び封入封緘委託料はどのような形で委

託されているのか、お聞かせください。 

 質問番号６番です。納税課です。予算書

２０ページ、滞納繰越分の徴収率を教えて

ください。 

 質問番号７番、納税課です。予算概要３

４ページ、督促催告等封入封緘委託料はど

のような形で委託されているのか、教えて

いただきたいです。 

 質問番号８番になります。道路交通課で

す。予算概要８６ページ、高齢者運転免許

証自主返納サポート補助金についてです。 

 令和８年度当初予算主要事業の３ペー

ジ、交通安全啓発事業にも関連していると

思われますが、事業内容を教えてください。 

 質問番号９番です。道路交通課です。予

算概要８８ページ、自転車自動車駐車場管

理事業及び放置自転車等対策事業の新設
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で照明器具借上料が予算計上されていま

すが、内容を教えてください。 

 質問番号１０番です。予算概要８８ペー

ジ、施設管理事業の修繕料が令和７年度の

予算額と比較すると、ほぼ倍増になってい

ます。その理由を教えてください。 

 質問番号１１番です。道路交通課です。

予算概要８８ページ、公共交通確保維持事

業のバス待ち環境改善事業補助金の内容

を教えてください。 

 以上になります。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号１番、予算

書１５ページ、地方交付税の増額の理由に

ついて御答弁申し上げます。 

 地方交付税につきましては今回増額と

なっておりますが、まず総務省が示してい

る令和８年度の地方財政計画においては、

地方税は５．２％の増加、地方交付税も６．

５％の増加という見込みが出ております。 

 地方税が増加をしておりますが、本市で

も同じ率で増加ということにはなりませ

んけれども、傾向として地方の歳出におい

ては物価高で増加する需要がございます。

それは、民間委託であったり指定管理料の

増加率などを含めた価格を転嫁していく

ところについて、基準財政需要額に新たに

科目を創設する見込みであることも示さ

れておりまして、需要額の増加が想定され

るために増額となるものと考えておりま

す。 

 また、金額が令和７年度と比べますと、

地方交付税全体で６億円の増というとこ

ろにつきましては、特別交付税は同額と考

えておりますが、普通交付税につきまして

は令和７年度の当初予算は４億円でござ

いました。この１２月に国の補正予算に伴

う再算定があり、追加交付で増額となって、

最終的に令和７年度の普通交付税の交付

額が９億９，５８３万５，０００円となっ

ております。そこからの伸びで、予算を計

上させていただいたものです。 

 質問番号２番、予算書１５ページ、国庫

支出金が前年度と比べて増額している理

由でございました。 

 国庫支出金が増加している主な理由と

いたしましては、千里丘駅西地区再開発事

業をはじめとした建設事業費の財源とな

る国庫補助金が増加していることがござ

います。 

 また、保育・給付費負担金などの扶助費

も国の負担割合がございますので、歳出全

体が増額になりますと国庫負担金も増額

になり、今回予算計上が増加となっており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 質問番号３番、個人市

民税の増収の要因につきまして、御説明さ

せていただきます。 

 個人市民税、令和８年度当初予算額５６

億１，２００万円につきましては、令和７

年度当初予算額から３億６，６００万円、

約７％の増でございます。 

 こちらは令和７年度の納税義務者数の

増加や最近の賃金上昇の傾向、加えて各種

政策の効果等、緩やかな景気回復の状況で

あることを勘案し、算出したものでござい

ます。 

 次に質問番号４番、法人市民税の令和７

年度の増加の分析でございますが、令和６

年度、令和７年度とも内閣府の１月月例経

済報告には、景気は緩やかな回復傾向であ

ることが示されておりました。 

 ここに各年度の実績や前年度からの増
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減の程度を見ながら、数値を算出している

ものでございます。 

 こちらは、景気動向や為替の状況、他国

の施策の影響等を見ながら、市内全体とし

て企業税収の増減を見込んでおるところ

でございます。 

 次に質問番号５番、納税通知書等印刷及

び封入封緘委託料につきましては、市民税

課及び固定資産税課で共同入札をしてい

るものでございます。帳票等の作成につき

まして、市民税課所管分が軽自動車税、個

人市民税の特別徴収、普通徴収、また固定

資産税課所管分が固定資産税・都市計画税

の当初課税通知書等の用紙の作成でござ

います。 

 また、データ印字後の通知書等封入封緘

作業につきましても、併せて業務委託して

いるものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 納税課に関する御質問

にお答えをさせていただきます。 

 まず、質問番号６番、滞納繰越分の徴収

率についての御質問でございます。 

 こちらにつきましては、過去５年間の滞

納繰越分の徴収率について、まずお答えを

させていただきます。 

 各税目により差異はございますが、市税

全体で令和２年度４０．９％、令和３年度

が７４．５％、令和４年度が４６．５％、

令和５年度が４９．４％、令和６年度が４

９．５％となっております。令和７年度に

つきましては現在予算執行中でございま

すので、令和８年度につきましては徴収率

４０．２％で見込んでおります。 

 なお、令和３年度徴収率が７４．５％と

高くなっておりますのは、令和２年度にお

きましてコロナ禍における徴収猶予の特

例があったことによるものでございます。 

 続きまして、質問番号７番、督促催告等

封入封緘委託料についての御質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 こちらにつきましては、国保年金課と共

同で委託している業務となっております。

委託内容につきましては、市税条例におき

まして納期限までに納付がない場合に納

期限後５０日以内に督促状を発しなけれ

ばならないとなっておりますので、年間を

通じて発送する督促状や催告状の封入封

緘業務を委託している業務になっており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号８番の交

通安全啓発事業、高齢者運転免許証自主返

納サポート補助金についてお答えいたし

ます。 

 予算額として３８万９，０００円を計上

させていただいております。こちらは、運

転免許証返納者へこれまで配布していま

した反射材つきジャンパーから市内の路

線バスを利用できる仕組みに変更するも

のでございます。 

 現時点におきましては、１２回乗車が可

能なバスチケットを検討中でございます。

対象者は６５歳以上の運転免許証の返納

者、対象のバス路線につきましては市内の

路線を走る阪急バス、近鉄バスの２５０円

から２７０円区間、市をまたぐ路線としま

しても吹田摂津線、茨木八防線などを想定

しておりまして、こちらのバスチケットに

よる乗車が可能な形で考えてございます。 

 一方で、バス事業者との協議を今鋭意進

めているんですけれども、前向きに対応い

ただいている中で、運転手の負担増になら

ないような仕組みを望まれておりますの
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で、こちらもできるだけ利用しやすい形で

調整してまいりたいと考えているところ

でございます。 

 続きまして、質問番号９番の自転車自動

車駐車場管理事業及び放置自転車等対策

事業の照明器具借上料につきましてお答

えいたします。 

 こちらの内容につきましては、いまだＬ

ＥＤ化の進んでいない施設の照明灯をＬ

ＥＤ化していく内容でございまして、ゼロ

カーボンシティの実現に向けましてＣＯ

２削減の観点と省エネ化の観点から実施

するものでございます。 

 道路交通課の所管分につきましては、自

転車自動車駐車場管理事業の中の８施設、

放置自動車等対策事業については放置自

転車の保管事務所について、ＬＥＤ照明器

具を令和８年度から１０年間のリース期

間において実施するものでございます。 

 質問番号１０番、施設管理事業の修繕料

につきまして、令和７年度からの予算額が

令和８年度は倍増になる理由についてお

答えいたします。 

 こちらについては、自転車自動車駐車場

の適切な維持管理を目指しまして、メーカ

ー推奨の耐用年数を過ぎております消火

設備を更新するものでございます。令和６

年度から実施に係る調整を進めまして、施

工自体は２か年を要することになり、令和

７年度と令和８年度で計画しているもの

でございます。その実施内容につきまして

は、一斉開放弁などを発注から材料製作に

１年程度要する材料がありますことから、

施工計画を令和７年度、令和８年度それぞ

れ立てまして、１年目の施工内容の金額が

約２，４００万円程度、そして２年目、令

和８年度の施工内容の金額が５，１００万

円程度で、２，７００万円ほどの差が生じ

たことが倍増の理由なります。 

 質問番号１１番、公共交通確保維持事業

のバス待ち環境改善事業補助金について

お答えいたします。 

 目的といたしましては、公共交通の利便

性の向上、利用促進、地域の連携協働の促

進など、計画に位置づけた施策のうちの一

つでございまして、内容につきましてはバ

ス停の利用環境を改善するための取組に

対して補助するものでございます。 

 補助の対象としましては、バス事業者を

はじめとする本取組を進めていただける

主体を想定しております。既存のバス停の

上屋、ベンチ、照明、案内板の更新や改修

など、より使いやすい形にする内容を想定

しております。 

 課題といたしましては、事業者、沿道施

設、土地所有者などとの役割分担と合意形

成が出てくるので、合意に至った内容につ

いて補助金を活用してバス待ち環境の改

善を図りたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 御答弁ありがとうご

ざいました。引き続き２回目、質問・要望

をさせていただきます。 

 質問番号１番、財政課です。財政力指数

の推移と財政力は低くなっているのかど

うか教えていただきたいです。 

 質問番号２番、財政課です。事業実施に

必要な財源で、国からの補助金は非常に重

要だと思っております。そこで財源となる

情報収集等はどのようにされているのか

教えてください。 

 質問番号３番です。市民税課です。市税

収入を増やすために想定している施策が

あれば教えてください。 

 質問番号４番です。景気に関わって法人
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市民税も上がったり下がったりすること

はよく理解できました。この質問はこれで

終わらせていただきます。 

 質問番号５番です。市民税課です。予算

書２５６ページの債務負担行為のところ

で単年度で契約をされていますが、その理

由を教えてください。 

 質問番号６番です。納税課です。徴収率

を上げるための手だてを教えてください。 

 質問番号７番、納税課です。こちらは予

算書２５６ページの債務負担行為におい

て、複数年度で契約をされております。そ

の理由を教えてください。 

 質問番号８番です。こちらは要望とさせ

ていただきます。高齢者の方が運転免許証

を返納された際の移動手段として、路線バ

スの乗車チケットを配布する取組につい

ては理解できました。 

 一方で、運転免許証を返納された高齢者

の方は、自転車を利用される機会も増える

ことと想定できます。本年４月からは、自

転車の交通違反に対し青切符制度が導入

されることから、交通ルールの周知や安全

利用の啓発についても併せて取り組んで

いただくように要望いたします。 

 質問番号９番、こちらも要望になります。

自転車自動車駐車場管理事業、放置自転車

等対策事業についてですが、新設された照

明器具借上料については、ＬＥＤ照明の交

換に係る費用であることは理解できまし

た。ＬＥＤ化により、省エネルギー化や維

持管理費の軽減も期待されることから、今

後につきましても適切な施設管理と経費

の抑制に努めていただきたいと思います。 

 質問番号１０番です。こちらも要望とさ

せていただきます。フォルテ摂津の自転車

自動車駐車場の消火設備の更新であるこ

とは理解しました。年１回の総合点検をは

じめ適切な点検を実施し、引き続き利用者

の安全確保に努めていただくようお願い

申し上げます。 

 質問番号１１番、こちらも要望とさせて

いただきます。バス事業者等への補助金の

交付により、ベンチの設置やバス停の修繕

など、利用者が快適にバスを待てる環境整

備を進めていく取組であることは理解し

ました。 

 公共交通の利用促進の観点からも、公・

民が連携した地域での取組が重要である

と考えております。 

 引き続き、関係事業者や地域と連携しな

がら利用者の利便性向上と、バス利用者の

増加につながる取組を進めていただくよ

う要望します。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

２回目の御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号１番、財政力指数の推移と財政

力が低くなってきているかどうかの御質

問でございました。 

 まず、財政力指数そのものは基準財政収

入額を基準財政需要額で除した値で３年

平均という形で示されるものです。こちら

は、いわゆる普通交付税が交付されない不

交付となる団体については１を超えるこ

とになりまして、財政力が高いという言い

方をされるものです。 

 推移でございますが、過去のところで申

し上げますと、摂津市は平成２９年度に普

通交付税の不交付となりました。その時点

で財政力指数は１を超える状況となりま

した。 

 ３年平均で表していく指数ですので、平

成２９年度は１．０、平成３０年度と令和
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元年度については１．０１で、この３年間

は１を超える状況がございました。 

 令和２年度から令和７年度までの間は

１を下回る状況で、幅としては０．９９か

ら０．９３の間で推移をしている状況です

けれども、０．９を超える状況で、それほ

ど財政力が低くなってきているというこ

とはないと思っておりますし、大きな変化

があるとは捉えていないところでござい

ます。 

 質問番号２番、国庫支出金等、国からの

補助金の財源について、情報収集等はどの

ようにしているかとの御質問でございま

した。 

 国の財源手当に関しましては、各省庁か

ら都道府県を通じて市町村には関係課に

情報が通知されます。 

 特に、財政課だけがその情報を収集とい

うことではなくて、摂津市であれば国の各

省庁から大阪府の関係部局に通知がござ

います。そこから各関係課に情報が下りて

きて各事業について財源があるものにつ

いては、それぞれ予算要求の段階において

歳出とそれに伴う歳入、それぞれの内容を

確認して予算要求している状況でござい

ます。 

 もちろん今の時代ですので、いろんな情

報収集の仕方、ネットであるとかいろんな

報道も先に出てくるケースがありますが、

それは真偽のほどを確認しないといけな

いので、軽々に絶対つくんだということは

判断はできないと考えております。新しい

財源ということではなくて、実際に摂津市

で事業を実施していないけれども、新たに

事業を実施する場合で、先例の市町村があ

りましたら、そこからの情報収集も当然行

っております。そこについては大事な財源

ですので、財政課もそうですし各課にとっ

ても非常に重要であることから、情報収集

を行っておるところです。 

 また、国の補正予算等がなされる場合に

も、そこで新たな財源措置が拡充となるな

どの措置が考えられますので、そういった

場合も同様の情報を収集して行っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 市民税課にかかりま

す質問番号３番、個人市民税の増加の方策

が何かあるのかという御質問でございま

した。税制の改正を除きますと、通常、個

人市民税の増収の要因としましては稼働

年齢人口の増加、また地域経済の活性化に

よる課税所得の増加などが挙げられます。 

 市民税課におきましては、景気動向を見

極めつつ歳入数値を算定しますとともに、

税制に則った公平公正な課税事務を行っ

ていくことが肝要であると考えておりま

す。 

 次に質問番号５番、納税通知書等印刷及

び封入封緘委託料に関する債務負担行為

の期間の御質問だったかと思います。 

 こちらにつきましては例年１０月から

１１月頃に入札を実施しまして、契約期間

が翌年の５月末頃までとなり、年度をまた

がることから、債務負担行為を組んでいる

ところでございます。 

 現在、各税目の納税通知書、いずれも紙

通知書による郵送での通知となっており

ますが、令和７年度の税制改正大綱におき

まして、地方税関係通知につきｅＬＴＡＸ、

地方税ポータルシステムを経由して副本

を送付する仕組みを導入していく旨がう

たわれております。 

 軽自動車税及び固定資産税・都市計画税

につきまして、令和９年度に法人向け、令
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和１０年度に個人向けとしまして、希望者

に対し電子的に納税通知書等の副本を送

付する仕組みの導入が予定されておりま

す。 

 納税通知書の完全電子化につきまして

は未定でございますが、制度導入により紙

通知書が今後どの程度削減できるのか、不

透明な部分もございますので、翌年度への

債務負担行為としているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 納税課に関する２回目

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず質問番号６番、徴収率を上げる手だ

てについてでございます。 

 難しいんですけども、できるだけ高める

ことが重要だとは理解しております。 

 納税課におきましては、滞納にならない

よう現年度分の徴収率を高めていくこと

が必要ではないかと考えておるところで

ございます。 

 そのため、口座振替の推奨であるとか納

期のお知らせをＬＩＮＥで行ったりして、

市民の皆様に自主納付を進めていただく

ことが最終的には徴収率の上昇につなが

っていくかと考えております。 

 どうしても徴収に応じていただけない

場合は滞納処分、つまり給与とか預金の差

押えで債権の確保に努めてまいりたいと

思っております。 

 質問番号７番、債務負担行為についての

督促催告等封入封緘委託料の複数年契約、

債務負担行為についての御質問でござい

ます。 

 こちらに関しましては、現在、単年度委

託となっております。当該業務は現在、人

の手で封入封緘作業を行っておりますが、

昨今の人件費の高騰等により、今後予算が

増大するおそれがございます。 

 次年度以降、封入封緘処理の機械化を進

めることによりまして、ヒューマンエラー

の防止、業務効率化、コスト削減を図るた

めに複数年契約として債務負担行為で予

算を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 御答弁ありがとうご

ざいました。３回目です。全て要望とさせ

ていただきます。 

 質問番号１番、物価高騰の影響により地

方の歳出が増加する中で、民間委託料や指

定管理者等の価格転嫁分を基準財政需要

額に反映する見込みなどを踏まえ、地方交

付税が増額されたものと理解いたしまし

た。 

 本市の財政力指数についても、令和２年

度から令和７年度まで０．９９から０．９

３の間で推移していることもあります。今

後、社会情勢の変化を踏まえながら、安定

した財政運営と市民サービスの充実に努

めていただきたいと要望いたします。 

質問番号２番です。国からの補助金は本

市の財源として非常に重要であると考え

ます。補助金の情報については、各省庁か

ら都道府県を通じて関係課に通知され、予

算要求の段階で内容を確認しているとの

説明は理解いたしました。 

 今後も補助制度の情報をしっかり把握

し、補助金を取りこぼすことのないように

努めていただくとともに、財源を確保し、

市の財政負担が増えないように取り組ん

でいただくことを要望いたします。 

 質問番号３番です。歳入の根幹である市

民税を増やしていただくために、稼働世帯

を増やしていく施策が重要であると考え
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ております。 

 一方で、そのような施策については市民

税課の所管というよりは、シティプロモー

ションなどの分野に関わる内容と考えて

おります。本件に関しては、この質問はこ

こで終わらせていただきます。 

 質問番号５番と７番はまとめて要望さ

せていただきますので、後ほどにさせてい

ただきます。 

 質問番号６番、徴収率が大阪府下で１０

位以内だと聞いております。これまでの取

組については評価いたします。 

 一方で、徴収率が５０％前後にとどまっ

ており、毎年不納欠損も発生していること

から、本来、歳入となるべきものが収入に

つながっていない状況もあると認識して

おります。 

 今後につきましても、徴収体制の強化な

どにより、可能な限り徴収率の向上に努め、

税収の確保につなげるとともに、納税の公

平性の観点からも、いわゆる逃げ得になら

ないように取り組んでいただくことを要

望いたします。 

 それでは質問番号５番と７番、まとめて

要望させていただきます。契約方法につい

ては単年度契約や複数年度契約など、それ

ぞれの状況に応じて対応されており、費用

負担の軽減に向けて努力されていること

は理解いたしました。 

 今後につきましても、引き続き契約方法

の工夫などにより、費用負担の軽減に努め

ていただくことを要望いたします。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○安藤薫委員長 次に、早坂委員。 

○早坂京一朗委員 おはようございます。

予算概要からページ順に８点の質問をさ

せていただきます。 

 まず１点目、質問番号１番、予算概要１

８ページ、資産活用課、市立集会所管理事

業について、３点質問させていただきます。 

 １点目は、修繕料６００万円を計上され

ておりますが、何か所の集会所でどのよう

な修繕を行うのでしょうか。 

 ２点目、市立集会所浄化槽保守管理委託

料が８万３，０００円計上されております。

本来ならば公共下水道に接続されるべき

ではないかと思います。なぜ浄化槽保守管

理委託料が計上されているのか。また、ど

の集会所に設置されているのかお答えく

ださい。 

 続いて３点目、集会所器具費として９万

４，０００円計上されているのですが、ど

のような器具なのか教えてください。 

 続いて質問番号２番としまして、予算概

要２４ページ、防災危機管理課、防犯カメ

ラ設置事業についてです。 

 防犯カメラリース料が１，６４８万１，

０００円計上されております。現状で何台

分のリース料になっているのかお聞かせ

ください。 

 続いて質問番号３番、財政課です。補正

予算（第８号）で財政調整基金繰入金とし

て約９億７００万円補正して約３９億円

になっていると認識しております。 

 予算書５４ページに記載している財政

調整基金繰入金が約２４億８，９００万円

となっていて、残高が約１４億１，１００

万円になると見込まれます。この状況で来

年度の予算編成は問題なく行えるのか、お

聞かせください。 

 同じく公共施設整備基金についても補

正予算（第８号）で約１億１，６４０万円

補正されて、合計が約１５億３，０００万

円になると認識しております。 

 予算書に記載しているように、公共施設

整備基金が約７億８，３００万円計上され、
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残高は約７億４，８００万円になると見込

まれます。財政調整基金及び公共施設整備

基金の現状についての認識をお聞かせく

ださい。 

 続いて質問番号４番、予算概要９０ペー

ジ、道路管理課、街路灯修繕事業について

です。 

 今、摂津市では、街路灯は全体で何基設

置されているのか。その内訳として、蛍光

灯の街路灯が何基残っていて、ＬＥＤの更

新はいつまでに完了する見込みなのかお

聞かせください。 

 続いて質問番号５番、予算概要９２ペー

ジ、道路交通課、正雀南千里丘線外２路線

道路改良事業についてです。 

 阪急正雀駅前の安全・安心な通行空間の

確保のため、道路拡幅に向けた土地及び建

物の調査を実施する予算が計上されてお

ります。 

 備考欄にも記載されております歩道整

備に係る調査業務については、どのような

内容なのか。また、地権者の同意は得られ

ているのかお聞かせください。 

 続いて質問番号６番、予算概要９６ペー

ジ、建築課、多世代定住促進事業について

です。 

 新規事業として、より効果的に定住を促

進するために、世代間の支え合いを通じて

暮らしの充実を図るため、多世代での同

居・近居を新たに始める子育て世代を対象

に、住宅取得費用を３年間で最大４５万円

補助しますとなっております。この補助金

は１年間で１５万円ずつ支給されるもの

なのか、それとも一括で４５万円支給され

るものなのか、改めてお聞かせください。 

 続いて質問番号７番、こちらも予算概要

９８ページ、水みどり課、公園維持管理事

業についてです。 

 公園維持管理委託料、約１億６，７００

万円及び修繕料が２，５６０万円計上され

ております。非常に大きな予算規模となっ

ておりますが、公園維持管理委託料はどの

ような内容か。また、対象となる公園は何

か所なのかお聞かせください。 

 あわせて、修繕料２，５６０万円につい

て、その内容をお伺いいたします。 

 続いて質問番号８番、納税課、予算書２

１ページに滞納繰越分として６，６００万

円計上されております。かなり大きな金額

に見えますが、この金額はどのような内容

で、どのような算出方法で見込まれている

のか、お聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号１番、集会

所管理事業についてお答えいたします。 

 まず１点目、修繕料についてでございま

すが、集会所の点検を行いながら不良箇所

の随時修繕をして、維持管理に努めている

ところでございます。 

 令和７年度、現在の実績といたしまして

は、玄関の土間であったり流し台の排水管

の詰まり、ほかにも照明器具、ガラスなど

の修繕を行っております。 

 ２点目の浄化槽保守管理委託料でござ

います。 

 現在２か所において浄化槽による処理

をしていることから、保守管理を実施して

いるところでございます。 

 具体的には、鳥飼八町１丁目にございま

す第１２集会所、それから鳥飼野々３丁目

にございます新野々集会所でございます。 

 ３点目、集会所器具費９万４，０００円

の内容でございますけれども、消火器、机、

椅子の購入を見込んでいるものでござい

ます。 
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 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２番、予算概

要２４ページ、防犯カメラ設置事業に関す

る御質問に御答弁いたします。 

 現状で何台分のリース料となっている

のかとのお問いでございます。令和７年度

は２５台の新規設置をいたしましたこと

によりまして、現状２０５台分となってお

ります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号３番、財政

課に係る御質問に御答弁申し上げます。 

 まず、令和７年度につきまして、現時点

で補正予算（第８号）後の令和７年度末の

現在高見込みといたしましては、財政調整

基金は約６４億円、令和８年度の当初予算

を計上しておりますのが、今回２４億９，

０００万円ほどを取崩す予算を上げてお

りますので、今の時点での令和８年度末の

現在高見込みは約３９億２，０００万円と

なってきます。 

 公共施設整備基金においては、令和７年

度末の現在高見込みが補正予算（第８号）

後については約３３億３，０００万円と、

令和８年度の当初予算計上後では、令和８

年度末の現在高見込みが約２５億５，００

０万円になると考えておるところです。 

 主要基金全体といたしますと、令和７年

度末の現在高見込みは約９７億３，０００

万円、令和８年度末の現在高見込みは約６

４億８，０００万円と、予算上で見込んで

おるところです。 

 この当初予算編成における財政調整基

金の取崩し額、推移を見ますと多額になっ

てきております。もちろん次年度、そうい

った現在高で予算が組めるのか、また財源

が著しく不足した場合に備えることがで

きるのか、安定した財政基盤であるのかと

いう御心配があるかと思います。中期財政

計画ではこの備えといたしまして、標準財

政規模の約２０％である４０億円が必要

としており、それを維持する目標として立

てております。 

 また、公共施設整備基金は公共施設の整

備に必要な財源に充てるために取崩しを

行っております。現在、大規模な建設事業

が令和９年度ぐらいまでは続くものもご

ざいます。金額の大きい事業がございます

ので、そちらの取崩しというのは出てくる

かと考えております。 

 ですので、ここから数年は基金残高が減

少して推移していくと予想しております

けれども、当然基金が枯渇することのない

ように財政運営もしっかり行っていくこ

とが重要であると考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号４番、街路灯

に関しての御質問にお答えいたします。 

 まず、摂津市内道路照明灯、街路灯と呼

ばれているものにつきましては、市内で１，

０７４か所ございます。そのうち、水銀灯、

蛍光灯につきましては、令和６年度時点で

３２８か所ございます。 

現段階でそれ以外のものについてはＬ

ＥＤ化しておりまして、球切れ次第、順次

ＬＥＤの照明へ切り替えを進めていると

ころでございます。 

 令和７年度、現時点での実績でございま

すが年間で４７か所でございますので、ま

だ六、七年ほどかかる見込みでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号５番の正
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雀南千里丘線外２路線道路改良事業の調

査内容と地権者同意の有無についてお答

えいたします。 

 個人交渉の内容に係るものにつきまし

ては詳細な表現は控えさせていただきま

すけれども、調査内容は道路用地の補償額

の算出に必要な不動産鑑定と物件の調査

でございます。 

 地権者の同意につきまして、現時点では

調査を実施するところまでの同意には至

っておりませんけれども、今後も取得に係

る交渉を継続してまいります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号６番、多世代定

住促進事業について、１年で１５万円か、

一括で４５万円かというお問いです。今回

の内容につきましては１年で１５万円の

補助金で、以降２年申請していただき、３

年で計最大４５万円とする内容の要綱と

する予定でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号７番の公

園維持管理事業についての御質問にお答

えいたします。 

 まず、公園維持管理委託料の内容につい

てでございます。 

 市内の都市公園４２か所及びちびっこ

広場９７か所について、点検や除草、清掃、

砂場の消毒といった日常管理業務、噴水や

せせらぎなどの水景施設の管理業務、おお

むね年２回の樹木剪定、遊具点検業務、そ

れから新幹線公園における車両公開業務

などを毎年維持管理として実施しており

ます。 

 なお、ちびっこ広場９７か所中７３か所

の除草・清掃につきましては、自治会等５

１団体に行っていただいておりますので、

重複しないよう取り組んでおります。 

 続いて、修繕料の内容についてでござい

ます。 

 遊具の点検結果に基づく修繕や日常点

検で損傷を確認したもの、また市民からの

通報等に応じて適宜修繕を実施している

ところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤原課長。 

○藤原納税課長 それでは質問番号８番、

個人市民税の滞納繰越分に係る御質問に

お答えさせていただきます。 

 令和８年度の個人市民税６，６００万円

の予算につきましては、令和７年度の収入

未済額と令和６年度以前の収入未済額を

基に算出をさせていただいております。 

 令和８年１月末時点での現年度の調定

額約５４億９，０００万円の徴収率を９８．

５％と想定いたしまして、令和７年度の収

入未済額を約８，２００万円と見込んでお

ります。 

 令和６年度以前の滞納額約１億４，９０

０万円の徴収率を４３％と想定し、収入未

済額を約８，４００万円と想定しておりま

す。 

 この合計額である１億６，６００万円に

対しまして、令和８年度の徴収率を４０％

程度と見込みまして、予算額６，６００万

円を計上しております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 御答弁ありがとうご

ざいます。 

 続いて、２回目の質問・要望をさせてい

ただきます。 

 まず質問番号１番の市立集会所管理事

業についてです。３点ありますが、まず１

点目、市立集会所管理事業の修繕料６００
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万円について、集会所そのものが老朽化し

てきていることから、今後も維持管理費が

発生してくると思います。年次計画のＦＭ

推進事業では集会所はどのようにされて

いくのか、お伺いいたします。 

 ２点目としまして、浄化槽の保守管理に

ついてです。市民に対して公共下水道を使

用するよう推奨しておりますが、なぜ公共

施設である集会所が今でも浄化槽を使用

しているのか、お伺いいたします。 

 続いて３点目、集会所器具費についてで

す。前回の一般質問でも、ＡＥＤ設置につ

いて質問させていただきました。今回、事

前に集会所の利用状況の資料を確認しま

したが、地域の会合や高齢者の集まりなど、

決して少なくはない一定の利用頻度があ

り、地域にとって大変身近な公共施設であ

ると認識しています。 

 また、ＡＥＤの設置について、以前参考

とされているガイドラインでは、設置判断

に当たり心停止のリスク、利用人数、高齢

者利用の有無、目撃されやすさや心停止か

ら５分以内に使用できる配置、救急隊到着

までの時間といった要素を総合的に考慮

することを記載されております。 

 そのような観点からも考えますと、集会

所についてもＡＥＤ設置を改めて検討す

る余地があるのではないかと思いますが、

市として集会所へのＡＥＤ設置をどのよ

うに考えているのか、お聞かせください。 

 続いて質問番号２番、防犯カメラ設置事

業についてです。 

 防犯カメラは市民の安全・安心に欠かせ

ないものでありますが、一方で市民のプラ

イバシーが常時撮影されていることもあ

り、その撮影データはその目的のためだけ

に適切に扱われていることが必要である

と思います。 

 そこでお聞きいたします。防犯カメラの

撮影データが外部から不正にアクセスさ

れているケースもあると聞いたことがあ

ります。本市の不正アクセス対策としてど

のような取組を行っておられるのか、お聞

かせください。 

 次に質問番号３番、財政調整基金及び公

共施設整備基金についてです。 

 先ほど答弁があったように、非常に厳し

い財政運営が見込まれております。財政運

営においては固定費削減が必要不可欠だ

とも思いますが、令和６年度決算でも経常

収支比率が令和５年度と比べて２．５ポイ

ント悪化し１０１％となっておりました。 

 これは人件費や扶助費など、義務的経費

の増加によるものですが、令和８年度予算

を編成するに当たり、経常収支比率につい

てどのように考えているのかお聞かせく

ださい。 

 続いて質問番号４番、街路灯修繕事業に

ついてです。 

 ＬＥＤ化してまちを明るくしていくこ

とは市民の安全や安心、また犯罪抑止にも

つながると思いますし、街路灯は本来、夜

間の交通安全を確保する重要なインフラ

だと認識しております。 

 加えて、いわゆる２０２７年問題で蛍光

灯の製造が禁止されることを踏まえると、

早期の切り替えも必要ではないかと考え

ております。 

 また、鶴野地域や鳥飼地域で市民から夜

間が暗いとの声や大正川の右岸堤防で街

路灯がない箇所もございます。ＬＥＤの増

設の考えはあるのか、お伺いいたします。 

 続いて質問番号５番、正雀南千里丘線外

２路線道路改良事業について、対象となる

阪急正雀駅前東口については４路線に加

えて地下通路を入れると５路線になって
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おり、私も駅立ちをしているとき通行者の

動線が複雑で危険な箇所だと認識してお

ります。 

 早期の道路空間の確保を期待しており

ますが、先ほどの答弁では同意を得られて

いないとのことでした。実際に調査するこ

とは可能なのか、今後どのように進めてい

くのかお伺いいたします。 

 続いて質問番号６番、多世代定住促進事

業についてです。 

 今年度は３７５万円が予算計上されて

おります。年間１５万円の補助をすると、

２５世帯が対象になる計算になります。そ

こでお聞きしますが、改めてこの補助金の

申請方法として初年度にまとめて申請で

きるものなのか、それとも毎年度申請を行

う手続になるのか、制度のお考えをお聞か

せください。 

 続いて質問番号７番、公園維持管理委託

料についてです。 

 内容について分かりました。以前に一般

質問で別府公園のトイレが使用できない

状況が続いていることを取り上げました

が、今は修繕されて使用できている状態で

す。今後同じように故意に壊され修繕が必

要になった場合の考え方、再発した場合の

市の対応方針について教えてください。 

 続きまして納税課の滞納繰越分につい

てですが、こちらは要望とさせていただき

ます。 

 算定の考え方について理解いたしまし

た。市税については様々な事情を抱えてい

る方もおられる一方で、納税されている方

との公平性を確保する観点からも、滞納繰

越分への対応は重要であると私自身も考

えております。 

 今後もそれぞれの状況に配慮しながら、

適切な徴収と滞納額の縮減や圧縮に向け

た取組を継続していただくよう要望とさ

せていただきます。 

 ２回目の質問・要望を以上とさせていた

だきます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号１番、市立

集会所管理事業についてお答えいたしま

す。 

 まず１点目、ＦＭの観点で集会所の維持

管理につきましては、随時点検を実施し、

運営委員会とも連携しながら予防保全に

努めてまいります。 

 一方で、最適な保有量と配置ということ

も考えていく必要がございます。人口減少

を見据えて利用状況や建物の状況を把握

しつつ、集会所全体の在り方も検討してい

く必要があると考えております。 

 ２点目、浄化槽についてでございます。 

 市立第１２集会所については、公共下水

道が未整備となっております。もう１か所

の新野々集会所は建設当時、公共下水道が

整備されておりませんでした。 

 整備されたタイミングで検討もされた

ということですけれども、結果的に整備を

見送った状況でございます。 

 今後につきましては、整備に多額の費用

が生じますことから、集会所の在り方を検

討していく中で、またＦＭを推進していく

中で検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 ３点目、ＡＥＤについてでございます。 

 集会所は施設規模としてはかなり小規

模であるということと、他の多くの施設と

違って開設時間に管理者が常駐している

わけではございません。使用する時間以外

は施錠されておりますことから、ＡＥＤを

設置したとしても多くの時間で使えない

状況になると考えております。 
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 こうした状況から現状におきましては、

ＡＥＤの設置は難しいものと認識してお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２番、予算概

要２４ページ、防犯カメラ設置事業の防犯

カメラに対する本市の不正アクセス対策

に係る御質問に御答弁いたします。 

 防犯カメラは不正アクセスがあったか

どうかを確認する手段といたしまして、防

犯カメラの映像へのアクセスログを確認

させていただいて、映像にアクセスしたパ

ソコンそのものがアクセス権限のあるパ

ソコンであったかどうかをチェックする

のが最も確実であります。 

 映像へのアクセスログは確認いたして

おりますけれども、アクセス権限のないパ

ソコンからの不正なアクセスは現時点で

存在しておりません。 

 なお、映像にアクセスするためには、ま

ず専用のパソコンを起動するためのパス

ワードが必要でございまして、そのパソコ

ン内にあるアプリケーションを開くため

のパスワードも必要です。 

 さらには、映像にアクセスしてそれをダ

ウンロードするための無線ＬＡＮのＩＤ

とパスワードも必要であるため、セキュリ

ティ的には強固なものであると認識いた

しております。今後は特定のパソコンから

しかアクセスできないように、パソコンの

固有識別番号でありますＭＡＣアドレス

を指定するといったＭＡＣアドレスフィ

ルタリング機能も併せて設定することで、

さらにセキュリティの強化を図ってまい

りたいと考えております。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

２回目の御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番、令和８年度は経常収支比

率についてどのように考えて編成をした

かの御質問かと思います。 

 経常収支比率の改善に向けましては、も

ちろん経常経費の削減と、歳入増加のため

の財源確保といった取組が必要だと考え

ております。 

 中期財政計画の中でも取組として取り

上げておるところでございますけれども、

令和８年度の予算編成においては、その中

でも経常経費の適正化というところで、例

えば委託業務の仕様の見直し等による事

業の適正化であったり、印刷製本費等の削

減の対策であったり、またデジタル技術等

の導入による業務の効率化であったりと、

経常経費の削減に向けての取組を始めて

おるところがございます。 

 また、公債費の抑制で、市債発行につい

て、今取り組んでいる事業については難し

いですけれども、新規事業の市債発行につ

いては低減していくような取組を行いま

す。また、資金調達による財源確保という

ことで、例えばふるさと納税を拡充してい

くなど、歳入の面に向けても経常収支比率

の改善に向けた取組は取りかかっている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号４番の道路

照明灯ＬＥＤ化の考え方のお問いでござ

いました。 

 先ほどの答弁でも申し上げたとおり、市

内で現状、約７割のＬＥＤ化率に至ってお

ります。 

 委員がおっしゃっていただいている暗

がりのところをどう補完していくかにつ

いては、国土交通省が示します道路照明施
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設の設置基準というものがございますの

で、市が管理いたします道路に関しまして

はその考え方に基づき、今まで設置してき

たものでございます。 

 主に、信号がある交差点であったり横断

歩道、それと一般交通が非常に多いところ

の箇所で道路照明灯は設置してきたもの

でございます。 

 あと、大正川の堤防沿いであったり、自

転車、歩行者の専用道路、そういうところ

については設置をしてきております。 

 ただ、今は水銀灯、蛍光灯については球

切れがしょっちゅう起こっております。以

前、当委員会の中でも御議論いただいたと

ころでございますが、道路のパトロールで

あったり市民からの情報提供ですぐさま

職員が出向いて対応中との紙を貼らせて

いただいております。予算としましては、

予算概要９０ページの道路維持事業にご

ざいます修繕料の中で、適宜ＬＥＤの照明

へ切り替えを進めているところでござい

ます。 

 ただ、この修繕料、中身が舗装のひび割

れであったりだとか割れているところに

ついて補修をしたりだとか、防護柵、つま

り安全柵の修繕も限られた予算の範囲の

中で進めている状況でございます。引き続

き予算の範囲内でＬＥＤ化を進めさせて

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号５番の２

回目のお問いにお答えいたします。 

 交渉自体が任意による交渉ですので、ま

ず協力をいただくことが前提になってま

いります。粘り強く丁寧な交渉が大事にな

ると考えております。今後、実績のある弁

護士等に専門的かつ法的な確認作業を行

いながら、新たな視点や新たな提案を交え

て交渉を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号６番、申請方法

は毎年度必要なのかというお問いですけ

ども、多世代定住促進事業ですので、定住

と多世代の構成が確保できているのかを

確認する必要がございます。 

 ですので、毎年度申請していただくこと

でその内容を確認させていただくことと

しております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号７番の公

園施設が故意に壊されたときの対応につ

いての御質問にお答えいたします。 

 悪質行為に対しましては毅然と対応す

べきと考えており、警察署に被害届を出し

た上で修繕を実施しております。 

 繰り返し故意と思われる破損がある場

合は施設を使用停止とし、防犯カメラの設

置など悪質行為に対し一定の抑止力が期

待できるようになれば、修繕を実施いたし

ます。 

 それでもなお、悪質な行為が後を絶たな

い場合には、施設の使用停止のみならず、

廃止することも検討する必要があると考

えております。 

 さらに、このような行為が公園全体に及

ぶ場合には、公園そのものの使用停止も検

討しなければならないのではないかと考

えております。 

 公園は自由利用が原則ですけども、利用

者のモラルとマナーの遵守は欠かせませ

ん。こうした行為によって公園そのものの

使用停止といったことにならないよう、啓
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発に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 早坂委員。 

○早坂京一朗委員 御答弁ありがとうご

ざいます。全て要望とさせていただきます。 

 質問番号１番の市立集会所管理事業に

ついて、御答弁ありがとうございます。 

 １点目、集会所の老朽化が進んでいるた

め、ＦＭ推進事業の中で年次計画を立てて

計画的な更新や整理を行い、将来的な維持

管理費の削減につながるよう要望いたし

ます。 

 ２点目、浄化槽の保守管理については公

共施設でもあることから、可能な限り公共

下水道への接続が進むよう、今後の整備や

検討を要望いたします。 

 続いて３点目、ＡＥＤの設置について、

集会所のような地域に根づいた身近な公

共施設においても、利用状況や地域の実情

を踏まえながら検討していただくよう、改

めて要望させていただきます。 

 また、ガイドラインの中でも一例として

大きな施設というのは入ってはいるんで

すが、固定されているわけではないという

認識でおります。ぜひ、改めて要望いたし

ます。 

 公共施設だけでなく、民間事業者が運営

する高齢者施設なども含め、ＡＥＤを設置

しようとする場合に、市として購入費用や

更新費用に対する補助制度の促進、創設に

ついても視野に入れた検討を要望し、この

質問を終わらせていただきます。 

 続きまして質問番号２番、防犯カメラ設

置事業についてです。 

 防犯カメラのデータの安全性はきちん

と確保されていることが分かりました。防

犯カメラは街頭犯罪の未然防止に大きな

抑止力が期待できます。 

 また、犯罪や事故が発生した際の捜査に

おいても重要な役割を果たすものと考え

ております。 

 一方で、増やせば増やすほどランニング

コストが膨らむ面もありますので、費用対

効果や設置場所についても十分に検討し

ていただく必要があると感じております。 

 今回の答弁で安全性について適切に確

保されていると感じましたが、今後も機器

そのものの性能や安全性、信頼性といった

観点も含め、総合的に検証しながら市民の

安全・安心のため、ランニングコストの圧

縮にも知恵を絞りつつ、必要な予算の確保

にも尽力いただくよう要望いたします。 

 続いて質問番号３番、財政調整基金及び

公共施設整備基金についてです。 

 令和８年度は国においても消費税減税

など、税収がさらに落ち込む可能性がある

中で今後の財政運営が非常に気になると

ころだと思っております。 

 最小の経費で最大の効果を発揮できる

よう、持続可能な財政運営に努めていただ

くよう要望し、この質問を終わります。 

 続いて質問番号４番、街路灯修繕事業に

ついてです。 

 現行の蛍光灯を使い続ける考え方も非

常に理解できますが、蛍光灯よりＬＥＤの

ほうが周囲をより明るく照らすことがで

きるものと認識しております。まちを明る

くし、市民が安心して暮らせる環境を守る

ためにも計画的な更新を進めるなど、早期

にＬＥＤ化を進めていただくよう要望し、

この質問を終わりにします。 

 続いて質問番号５番、正雀南千里丘線外

２路線道路改良事業についてです。 

 先ほど申し上げましたとおり、当該箇所

は通行動線も複雑で危険性が高い交差点

であると認識しております。駅前という多
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くの方が行き交う場所でもありますので、

市民の安全な通行空間の確保に向け、関係

者との丁寧な協議を進めながら、早期の整

備に取り組んでいただくよう要望し、この

質問を終わりにします。 

 続いて質問番号６番、多世代定住促進事

業についてです。 

 先ほどの答弁で言いますと１世帯当た

り年間１５万円を最大３年間支給する制

度であると認識しております。２５世帯が

継続して利用した場合、来年は７５０万円、

３年後からは１，１２５万円の事業規模に

なると考えられます。 

 この事業、これだけの予算を投入して人

口増を目指していく取組であると意気込

みを感じております。本事業が実際の定住

促進につながるよう、引き続き人口増に向

けた取組を進めていただくよう要望し、こ

の質問を終わりにします。 

 続きまして質問番号７番、公園維持管理

事業についてです。 

 点検結果に基づき、優先順位をつけて修

繕を行っていることや破壊行為への対応

方針について理解いたしました。 

 全国では老朽化や安全基準の強化、さら

には破壊行為などを理由に公園遊具、公園

自体が撤去される事例も増えていると聞

いております。 

 一部の行為によって公園施設が使えな

くなり、結果として撤去につながることは

大変残念でありますし、できる限り避けて

いくべきものだと私は考えております。 

 公園は世代を超えた集いの場、憩いの場

でもあり、地域の大切な資産だと私は認識

しております。今後も市民が安心して利用

できる公園環境を守るため、適切な維持管

理と必要な修繕に引き続き取り組んでい

ただくよう要望し、私からの質問を以上と

させていただきます。 

○安藤薫委員長 次に、長田委員。 

○長田知樹委員 私からは８点質問させ

ていただきます。 

 質問番号１番、財政課に伺います。 

 歳入に関しまして、予算書２６ページの

株式等譲渡所得割交付金が前年度比２倍、

２８ページの地方特例交付金が前年度比

１．４倍という増額が見込まれていますが、

その算定根拠についてお聞かせください。 

 質問番号２番、水みどり課にお伺いしま

す。 

 予算書１４６ページの農業水路費が前

年度比約１．９１倍となっています。この

理由についてお聞かせください。 

 質問番号３番、同じく水みどり課に伺い

ます。 

 予算書１６６ページで、公園管理費が前

年度比約０．７９倍となっております。こ

の減額理由について御答弁ください。 

 続きまして質問番号４番、資産活用課に

伺います。 

 ここから予算概要に移ります。１８ペー

ジの市立集会所管理事業における委託料

についてですが、近年、水道光熱費の高騰

が続いております。 

 そこで、市立集会所における水道光熱費

について、どのような形で負担徴収が行わ

れているのか、お聞かせください。 

 次に質問番号５番、防災危機管理課に伺

います。予算概要２４ページの犯罪被害者

等支援事業についてです。 

 本事業の内容と賃貸住宅家賃等補助金

の制度について御説明ください。 

 次に質問番号６番、同じく防災危機管理

課です。予算概要２４ページの防犯カメラ

設置事業についてです。 

 近年、防犯カメラは犯罪抑止の観点から
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重要な設備となっていますが、一方でさっ

きの質問でもありましたが、機器によって

は情報セキュリティの観点から懸念が指

摘されているケースもあります。 

 実際に海外では監視機器について、安全

保障や情報セキュリティの観点から、公共

調達の在り方が議論されている事例もあ

ると承知しております。 

 そこで、本市で設置している防犯カメラ

のメーカーについてお聞かせください。 

 次に質問番号７番、道路管理課に伺いま

す。予算概要９０ページの橋梁長寿命化修

繕事業についてです。 

 今後、人口減少や高齢化が進む中で持続

可能なインフラの維持管理は重要な課題

であると考えます。 

 本市における橋梁の整備修繕について、

今後どのような方向性で取り組んでいく

のかをお聞かせください。 

 最後に質問番号８番、建築課に伺います。

予算概要９６ページの多世代定住促進事

業についてです。 

 本事業は新規事業とのことですが、従来

の多世代同居・近居支援事業は、本事業の

開始に伴い廃止となるのかお聞かせくだ

さい。 

 １回目の質問は以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号１番、予算書２６ページの株式

等譲渡所得割交付金の増額理由と、２８ペ

ージの地方特例交付金の増額理由、根拠で

ございます。 

 まず、株式等譲渡所得割交付金につきま

しては、令和８年度の総務省が示します地

方財政対策の中で対前年度の伸びが１１

４．３％と示されておりました。 

 また、大阪府の当初予算要求も１０８．

７％という伸びとなり、そこを参考とさせ

ていただきました。 

 ただ、令和７年度からするとそんなに上

がらないのではないかと思われると思う

のですが、実際、令和６年度の決算額が２

億円を超える状況がございました。令和６

年度決算のほうが令和７年度の予算を算

出したときよりも時期的に近いところが

ございましたので、令和６年度の決算額の

２億円を参考といたしまして、そこからの

伸びを見させていただきまして、今回の予

算計上は２億円とさせていただいており

ます。 

 次に、地方特例交付金でございます。こ

ちらも総務省が示します地方財政対策で

の地方特例交付金等の対前年度の伸びが、

かなり多くて３２１．３％となっておりま

す。 

 こうした伸びの理由といたしましては、

地方特例交付金で見ております住宅ロー

ン減税の減収部分の補塡があるんですけ

ども、そちらに加えまして令和８年度から

は軽自動車と自動車の環境性能割という

のが令和７年度末で廃止になることにな

ります。こうした地方財源の減少分につき

まして補塡をする措置が取られるところ

が１点ございます。 

 また、地方揮発油譲与税についても暫定

税率等の廃止によりまして一部減額とな

る部分が出てくるとものでございますの

で、この減収部分についての補填を地方特

例交付金で措置することとなっておりま

す。 

 令和８年度では住宅ローン減税の減収

部分を約８，０００万円と地方揮発油譲与

税の減収補塡分を６００万円、あと軽自動



- 20 - 

 

車税と自動車税の環境性能割の減収の補

塡分を合わしまして４，７００万円程度と

見込んでおりますので、それを合わせまし

て全部で約１億３，３００万円という予算

を計上させていただいたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号２番の農

業水路費の増額理由についての御質問に

お答えいたします。 

 淀川から農業用水を取水しております

五久樋ポンプ場にポンプを１台増設する

ことと、同じく淀川から農業用水を取水し

ております河原樋ポンプ場の取水口にお

きまして、取水の妨げとなっております特

定外来生物の駆除を実施することによる

ものでございます。 

 続いて３番目の公園管理費の減額理由

についての御質問にお答えいたします。 

 令和７年度に実施しております３号街

区公園の人工芝の整備が完了することに

よるものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４、市立集

会所管理事業についての御質問にお答え

いたします。 

 まず、市立集会所の運営につきましては、

地域で組織された運営委員会に委託して

おりまして、その委託料につきましては１

か所当たり年額４万１，０００円としてお

ります。 

 その金額の根拠が、電気、ガス、水道の

基本料金相当分を積算したものでござい

ます。摂津市立集会所条例におきましては、

光熱水費は使用者が負担するとなってお

りまして、使用者が支払う使用者負担金と

委託料で光熱水費を賄っていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号５番、予算概

要２４ページ、犯罪被害者等支援事業に関

する御質問に御答弁いたします。 

 犯罪被害者等に対する支援といたしま

しては、大きく４点ございます。 

 まず１点目は、相談の受付です。犯罪被

害に遭われた市内に在住・在勤・在学の方

で、警察に被害届を出しているなど、客観

的に被害者であることが確認できる方に

対して、相談を受付しております。 

 そして２点目につきましては、犯罪行為

によりまして被害を被った方、またその遺

族の方に遺族見舞金、もしくは傷害見舞金

の支給をさせていただいております。 

 ３点目につきましては、犯罪被害者等が

従前の住居に居住することが困難となっ

た場合、新たに入居される賃貸住宅の家賃

及び敷金等の補助を行っております。家賃

につきましては、生活保護法に定める住宅

扶助費基準以内の額になりますけれども、

契約日から６か月以内の家賃が対象です。 

 それから敷金等につきましては、引っ越

しに要する費用も含みますけれども、２０

万円を限度に補助しております。 

 ４点目です。こちらについては犯罪行為

によりまして介護、家事、保育が必要にな

った場合につきましては、ホームヘルパー

の派遣をいたしております。 

 次に、質問番号６番の防犯カメラのメー

カーに対するお問いに御答弁いたします。 

 市がメーカーを指定して入札行為を実

施しているわけではございませんが、結果

といたしまして現行において摂津市内で

稼働しておる防犯カメラは、国内のＴＯＡ
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というメーカーになります。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号７番、橋梁長

寿命化修繕事業に関わる方向性に御答弁

申し上げます。 

 橋梁など土木インフラに関しましては

高度経済成長期、市街地化の進展に伴いま

して、集中的に整備をされている状況でご

ざいます。 

 ただ、年数の経過に伴いまして高齢化、

老齢化が進行している状況は皆さんも御

承知のとおりかと思うんですが、このため

効果的な維持保全管理が求められている

ところでございます。 

 この橋梁に関しましての内容でござい

ますけれども、まず、平成２４年に中央自

動車道の笹子トンネルの天井板落下事故、

これを契機といたしまして、平成２５年に

道路法が改正になり、点検基準の法定化が

なされております。 

 それを受けて本市におきましても、河川

や水路にかかる市で管理している橋梁と

いたしまして、橋の長さ２メートル以上の

橋梁が、現時点で１７４橋梁がございます。 

 これについて、橋梁長寿命化修繕計画を

策定いたしております。令和２年度から令

和１１年度までの１０年間ということで

策定いたしておりますが、予防保全型の維

持管理へ移行する目的といたしまして、今

後５０年間の修繕費用をこの予防保全型

の修繕でもって縮減できるということで

させていただいております。 

 実際には、道路法で法定されている５年

おきに一度、近接目視による橋梁の点検が

定められておりますので、この１７４ある

部分について年割で点検を実施いたして

おります。 

 その点検内容につきまして４段階で健

全性を評価する物差しが示されておりま

す。健全であったり予防保全段階、早期に

措置を講じるという段階と緊急に措置を

講じなければならないという段階、この４

段階に分かれてございます。 

 今、令和５年度までで２巡目の点検が一

通り回ってきておりますが、緊急に措置す

る段階の橋はございません。早期に措置を

講じるべき橋が２橋ございますが、既に修

繕している状況でございます。 

 予防保全段階という橋が３５橋ござい

ます。それ以外は健全となってございます

ので、市としては優先順位に基づいた形で、

今後も修繕に努めてまいります。 

 令和８年度につきましては、大正川にか

かってございます生駒橋、生駒歩道橋、こ

の２橋について修繕を実施してまいりた

いと考えております。 

 今後もこの点検結果を踏まえた形で優

先度を判定する中で、今後も予防保全に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号８番です。委員

がおっしゃるとおり、多世代同居・近居支

援事業は廃止いたしまして、新規事業とい

たしまして多世代定住促進事業とするも

のでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ

います。２回目に入らせていただきます。 

 質問番号１番、算定根拠が分かりました。

いずれも国の制度や景気動向によって変

動する可能性のある歳入でもありますの

で、引き続き状況を注視しながら財政運営

に当たっていただきたいと思います。この



- 22 - 

 

質問は以上です。 

 続きまして質問番号２番、ポンプ１本の

増設と特定外来生物の駆除費用による増

額であることがよく分かりました。 

 外来生物の繁殖は農業水路の維持管理

にも影響する課題かと思いますので、引き

続き適切な対応をお願いし、この質問を終

わります。 

 次に質問番号３番、３号街区公園の人工

芝整備が完了したことによる減額である

ことが理解できました。引き続き、市民の

憩いの場である公園の適切な維持管理を

お願いし、この質問を終わります。 

 続きまして質問番号４番、市立集会所の

水道光熱費は、市が基本料金部分を委託料

として負担し、それ以外の使用分について

は受益者負担として利用者から徴収する

形で運用されていると理解しました。 

 その中で、利用者から徴収する水道光熱

費の負担額には集会所ごとに違いがある

と伺っておりますが、水道光熱費の高騰が

続く中で管理者の方が適切に利用料へ反

映できているのかについて、市としての認

識をお聞かせください。 

 続きまして質問番号５番、犯罪被害者等

支援事業における賃貸住宅家賃等補助金

の制度については理解いたしました。 

 現在は実費が確定した後に補助を行う

いわゆる後払いの制度となっているとの

ことですが、犯罪被害に遭われやむを得ず

転居を余儀なくされる場合には、被害者の

方の手元に引っ越し費用がないケースも

想定されます。こうした場合に備え、先払

いなどの対応は検討できないのかお聞か

せください。 

 続きまして質問番号６番、本市の防犯カ

メラが国内メーカーであるＴＯＡ製の機

器であることを確認できました。 

 防犯カメラは市民の安心・安全に寄与す

る重要な設備である一方で、情報セキュリ

ティや市民のプライバシーとのバランス

も重要なテーマであると考えます。 

 今後の防犯カメラの整備に当たっても、

情報セキュリティの観点から機器の選定

について、十分配慮していただきたいと思

います。この質問を終わります。 

 次に質問番号７番、橋梁の定期点検を行

いながら長寿命化を図ることで、維持管理

コストの抑制に取り組んでいくという方

向性について理解いたしました。 

 橋梁は市民生活を支える重要なインフ

ラでもありますので、安全性を十分確保し

た上で計画的な維持管理を進めていただ

くことをお願いし、この質問を終わります。 

 続きまして質問番号８番、従来の多世代

同居・近居支援事業を発展させた取組であ

ると受け止めております。 

 核家族化が進む中で、子供が祖父母など

親以外の大人と関わる機会は子育てや家

庭の支えという意味でも重要であると考

えます。 

 つながりのまち摂津らしく、家族のつな

がりを生み出す事業となることを期待し

て、この質問を終わります。 

 ２回目以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４番、市立

集会所の光熱水費と使用者負担金につい

てでございます。 

 委員がおっしゃっていただきましたよ

うに、集会所の光熱費の実費相当額に当た

る使用者負担金については各運営委員会

で定めておられて、多少のばらつきがある

状況でございますけれども、基本料金部分

を委託料としてお支払いしていることか

ら、その使用者負担金についても高額な設
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定とすることなく運営できているものと

認識しております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号５番、犯罪被

害者等支援事業に関する２回目の御質問

にお答えいたします。 

 家賃の補助が先払いにできないのかと

いうことでございました。先ほども御答弁

申し上げましたけれども、実際にお支払い

いただいた家賃が上限となる補助内容で

ございます。 

 仮に定額で補助しているものであれば、

定額で先にお支払いするのも検討できる

かとは思うんですけども、実際には実費支

給でありまして定額支給ではないこと、仮

に概算払いをしたとしても、毎月毎月精算

の手続で事務が非常に煩雑になること、ま

た生活困窮支援の意味合いはないことに

よりまして、先払いは今のところ検討して

おりません。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 長田委員。 

○長田知樹委員 御答弁ありがとうござ 

います。３回目、いずれも要望になります。 

 質問番号４番について、集会所ごとに徴

収額の違いはあるものの、委託料と利用料

を合わせておおむね運営が成り立ってい

ると理解いたしました。 

 市立集会所は地域コミュニティ活動の

拠点でもありますので、持続可能な運営が

図られるよう、引き続きお願いしたいと思

います。 

 続きまして質問番号５番、制度上、実費

補助という仕組みの中で先払いが難しい

ということは理解いたしました。 

 しかしながら、犯罪被害に遭われた方の

中には速やかに住居を移さなければなら

ないケースもあり、手元資金がない場合に

は大きな負担となることも考えられます。 

 他自治体では、一時的な宿泊費の助成や

転居費用の支援など、より迅速な支援を行

っている事例もあると聞いておりますの

で、本市においても、より被害者に寄り添

った制度となるよう先払いなど柔軟な支

援の在り方について検討していただくこ

とを要望し、私からの質問を終わります。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時４８分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○安藤薫委員長 再開いたします。 

 引き続き議案第１号所管分及び議案第

９号所管分の審査を行います。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まず、１番目でございま

す。令和７年度一般会計補正予算(第８号)

です。この中で、先ほども質問がありまし

たけれども、１６ページ地方交付税が、５

億９，５８３万５，０００円増額補正され

て約１２億円まで上がりました。 

 これは地方交付税計画に変更があった

ということでございましたけども、例年、

大体７月に本算定をやって、秋ぐらいに修

正がかかるというパターンで、再々算定み

たいな形になっていると思うんです。その

辺の時系列について、私にも分かるように、

御説明いただきたいと思っています。 

 ２番目、不動産売払収入です。同じく令

和７年度補正予算(第８号)、２２ページに

載っています。大きく変わっているのは、

イノベーションパークの公募が令和８年

度にずれ込んだということですが、これは

所管が違います。旧別府公民館の売却で２，

６１０万円増額になっていますが、この内

訳について、御説明いただきたいと思いま

す。 
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 ３番目、令和８年度予算全般につきまし

ては、過去最高の約５３０億円となってい

ます。 

 それから部長会の中でも、いろいろ御説

明がなされていて、いろいろ工事費が高く

なっているとか、物価高も言われていまし

た。全体像として、一般会計の分で結構で

すけども、内部評価を踏まえて、要点をま

ず、説明いただきたいと思います。 

 ４番目、市立集会所管理事業、これも先

ほど質問がありました。修繕費用６００万

円の使い道も言われていましたが、集会所

の老朽化が非常に激しくなっているので、

今後、公共施設等総合管理計画の第二期計

画の中で検討していくと答弁があったわ

けでございます。今までは、ＦＭの中で、

集会所が多いし、老朽化が激しいから、統

廃合も踏まえて、やっていくと思っていま

した。 

 しかし、最近考えが変わりまして、その

ことを今日は言いたいと思います。１回目

は、この修繕料６００万円です。大規模な

老朽化対策はできません。トイレが壊れた

らトイレの改善とか、バリアフリー化とか、

ちっちゃなことしかできないと言うんで

すけども、この線引きです。工事はできへ

んけど、これぐらいなら修繕費の中でやっ

ていこうという考え方があると思うんで

す。 

 抜本的なことはできない。していたら１

件だけでも６００万円では足りないこと

になるので、この修繕に対する考え方につ

いて、聞いておきたいと思います。 

 ５番目、庁舎管理事業についてでござい

ます。これは余談ですが、去年、市役所の

シーリング打ち替えをやっていただきま

した。実は公明党の会派控室は、横殴りの

雨が降ると水が入ってくるんです。何回も

施設管理の人に来てもらって見てもらい

ましたが、原因はシーリングですというこ

とでした。やっとシーリングの打ち替えを

やっていただきましたので、まず、感謝申

し上げておきたいと思います。 

 その上で、予算概要１８ページの庁舎管

理事業です。ＥＳＣＯサービス料、５，２

６８万９，０００円で、９年ぐらい前にＥ

ＳＣＯ事業が導入されました。 

 このところ、光熱費の変動があったり、

いろいろなことがありましたけども、この

金額についてどのように算定されている

のか、聞いておきます。 

 ６番目、ＦＭ推進事業、予算概要２０ペ

ージです。公共施設等総合管理計画策定業

務委託料として、１９０万９，０００円が

計上されています。まずは、この委託方法

とスケジュールについて聞いておきます。 

 ７番目、防犯カメラ設置事業について、

これも先ほど来いろいろ議論がなされま

した。予算概要は２４ページになりますが、

この事業費としては１，７９０万３，００

０円。これは全て防犯カメラのリースの費

用になるんだろうと思います。 

 何年か前に、これまで設置していたもの

も全部、５年間のリースに変えていきます

という考え方が示されて、どんどんリース

化されていきました。今年度、新規はあり

ません。全部、現状あるものをリース化し

ていくということでございましたけれど

も、令和８年度、新たにリース化する防犯

カメラがあるのかないのか。あったら、ど

れぐらいの台数を新たにリース化するの

かについて聞いております。 

 ８番目、交通安全啓発事業についてでご

ざいます。これも先ほど質問がありました。

予算概要８６ページになりますが、高齢者

運転免許証自主返納サポート補助金とし
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て３８万９，０００円、これは６５歳以上

の市民に新たに路線バスの乗車券を配る

制度です。１２回乗車できる枚数になって

いますという話でございました。 

 一応それに基づいて、ジャンパーの支給

は終了するということでございました。 

 先ほど詳細については答弁がありまし

た。私からは、変更するに至った理由です。

前の制度について評価され、いろいろと議

論した上で、今回の制度に変えられたと思

うんです。その変更するに至った理由につ

いて、聞いておきたいと思います。 

 次、９番目、放置自転車等対策事業です。

予算概要８８ページになりますが、放置自

転車等移動委託料７２６万円を計上され

ていますが、まずこの内容について説明を

お願いしたいと思います。 

 続きまして、１０番目、公共交通確保維

持事業について、これも先ほど来、質問さ

れています。予算概要８８ページですが、

一つは、公共施設、民間バス、セッピィ号

及び市内循環バスの運行形態の見直しの

検討が進んでいるということでございま

す。 

 これは代表質問でもありましたが、令和

８年度の予定、どういう協議をして、どう

進めていかれるのかです。 

 それからもう一つは、バス待ち環境改善

事業補助金として１００万円が計上され

ています。これも先ほど質問がありました

けども、令和８年度の予定として、もう決

まっていますというのがあるのであれば、

具体的な予定を教えてください。 

 １１番目、都市再生地籍調査(街区境界

調査)事業について、予算概要９０ページ、

１９０万円が計上されていますけども、令

和８年度で予定されている地域について、

まず、御答弁をお願いしたいと思います。 

 １２番目、公共基準点管理事業について

です。予算概要９０ページ、３３２万４，

０００円について、維持管理の中身を御答

弁ください。 

 １３番目、千里丘駅東口再整備事業、予

算概要９２ページになります。この事業は

２か年、３か年にわたっていくわけですが、

まず令和８年度は６億８，４６８万１，０

００円でございます。 

 この入札などを含めたスケジュールに

ついて、まずお聞きします。 

 １４番目、交通安全対策事業です。予算

概要９２ページで、千里丘三島線に矢羽根

型路面標示の設置工事がなされますけれ

ども、その概略について、まず聞いておき

ます。 

 １５番目、千里丘三島線道路改良事業に

ついて、予算概要９２ページになります。

これも代表質問でありましたけれども、改

めて令和８年度における進捗をまず聞い

ておきたいと思います。 

 １６番目、緑の基本計画改定委託料、予

算概要９４ページでございます。水みどり

課で、一般事務事業として、緑の基本計画

改定委託料３２６万８，０００円が計上さ

れていますが、委託内容と、そのスケジュ

ールについて、まず聞いておきます。 

 １７番目、特定空家対策事務事業につい

て、予算概要９６ページになります。空家

所有者等調査委託料１１４万円が計上さ

れていますが、予定をされている調査の中

身について御答弁をお願いします。 

 １８番目、多世代定住促進事業について、

これも先ほど議論がありました。予算概要

９６ページです。２５件分で３７５万円を

見込まれているということでございます。

この２５件とした根拠について、まず聞い

ておきたいと思います。なぜ３０件ではな
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く、１５件でもなく、２５件なのか。 

 それから１９番目、震災対策推進事業に

ついてになります。 

 予算概要９６ページ、１，０７４万６，

０００円が計上されています。その中で、

耐震診断補助金１８５万円、そして、耐震

改修補助金として８００万円が計上され

ております。 

 耐震診断、それから耐震設計、耐震補助、

除却補助、また、シェルター補助とありま

す。予算上での予測、見積根拠についてど

れぐらいで見ておられますかということ

を聞いておきます。 

 ２０番目、開発指導・確認経由事務事業

について、予算概要９６ページです。この

事業について１１万円ということです。本

市は特定行政庁、いわゆる確認申請を受理

できる団体ではありませんが、開発許可は、

昔はできなかったんですけども、何年か前

に大阪府からの権限委譲で摂津市でも許

可を下ろすようになりました。 

 本市では、さらなるまちづくりのための

開発基準もつくっておられますけれども、

それらの絡みについてです。事前協議があ

ったり３２条協議をやって、開発は下ろし

ます。しかし、確認申請は特定行政庁じゃ

ないので下ろせません。本来は大阪府がや

るんですけど、民間会社が確認申請を受理

するようになっていますから、民間へ頼む

ことが非常に多くなっています。そんなこ

とも踏まえて、どんな絡みになっているか、

まずお聞かせください。 

 ２１番目、必ず質問する狭隘道路整備事

業、予算概要９６ページ、６００万円を計

上されています。予定されている件数につ

いて、まず聞いておきます。 

 ２２番目、公園維持管理事業についてで

ございます。予算概要９８ページです。先

ほども出ていましたけど３号街区公園が、

もう完成します。前回のときも、いろいろ

質問しましたけれども、この地区の区画整

理の残った清算金で、今やっているわけで

す。これで全て区画整理に関連しているこ

とは完了するわけです。 

 本来なら、オープニングセレモニーをや

っていただきたいところでございますが、

そんなことはしないということでござい

ます。４月４日に千里丘まちづくり協議会

が桜まつりをしますが、その一環で、実は

勝手にオープニングのテープカットをや

ります。 

 これはぜひ、建設部長も参加していただ

いて、テープを切ってください。よろしく

お願いします。また案内状を持って行きま

す。 

 本題に入りますが、この公園維持管理事

業の中に、砂、樹木等２４０万円と記載さ

れています。この中身について、まず聞い

ておきます。 

 それから、２３番目、ここから防災危機

管理課になります。自主防災組織支援事業

について、予算概要１０６ページです。今

回、６０万円計上されていますが、この自

主防災訓練に対する支援の在り方につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 何に重点を置いて支援をしておられる

のか。まず聞いておきたいと思います。 

 ２４番目、防災資機材及び備蓄用品整備

事業、同じく予算概要１０６ページです。

今回は災害発生直後の初動期における避

難所環境の充実を図るために、マンホール

トイレの中につけるランタンなどです。避

難所運営に必要な備蓄物資を追加配備す

るとあります。 

 もう少し詳細に御説明をお願いしたい

と思います。 
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 ２５番目、防災訓練事業について、同じ

く予算概要１０６ページです。令和８年度

も総合防災演習を実施される予定だと思

います。去年は残念ながら、台風が来ると

いうことで、中止になりましたけれども、

総合防災演習をすることによって得られ

る効果等について、認識を聞いておきたい

と思います。 

 ２６番目、防災対策事業、予算概要１０

８ページです。防災会議委員報酬２８万８，

０００円が計上されていますけれども、地

域防災計画については、今ちょうどパブリ

ックコメントをされているところでござ

います。一通り私も目を通して臨んでおり

ますが、今後のスケジュールも併せて、こ

の費用について、お聞きしたいと思います。 

 ２７番目、避難所運営マニュアルの作成

です。いつも質問していますが、避難所運

営マニュアルは、それぞれの避難所に沿っ

たマニュアルにしていかないと意味がな

いということを申し上げてきました。担当

課で取り組んでいただいていることにつ

いては、非常に評価しているわけです。令

和８年度の予定について聞いておきます。 

 ２８番目、個別避難計画の策定、これも、

法律的には努力義務です。しかし、全国で、

これをつくろうという動きになっていて、

本市でもつくろうとされています。まずは、

令和８年度での予定について、聞いておき

ます。 

 ２９番目、防災人材の育成についてとい

うことで、予算概要１０８ページです。ま

ず、防災士取得費用助成金について、これ

は１人当たり３万円やから、１０人分です。

１０人とした根拠について、聞いておきま

す。 

 ３０番目、マイ・タイムラインの普及に

ついてです。数年前から進められています。

去年、保存版の水害対応ガイドブックを全

戸配布されました。その一番最後にもマ

イ・タイムラインのことが書かれています

し、その前に出された水害マップにも書か

れています。 

 広域避難の一番肝になるのは、このマ

イ・タイムラインの普及やと思っています。 

 新鳥飼公民館で、広域避難フェスティバ

ルを初めてやっていただいた。これも評価

をしておきたいと思いますが、そのときに

香川大学の先生がおっしゃっていました

けども、それぞれに避難するスイッチとい

うのがある。そのスイッチを持っておくと

いうことが大事で、ここまでこうなったら

必ず避難しようということを、それぞれ持

っておく。これはまさにマイ・タイムライ

ンです。マイ・タイムラインに、こうなっ

たら逃げようということを書き込んでお

くことになると思います。 

 だから、非常に大事な取組だと思います

が、令和８年度、どんなふうに普及されて

いくかについて聞いておきます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 質問番号１番です。

令和７年度の補正予算（第８号）に係る御

質問にお答えをいたします。 

 補正予算書１６ページで普通交付税が

５億９，５８３万５，０００円増額補正さ

れたことについて、普通交付税の時系列で

の流れとの御質問でございました。 

 まず、普通交付税の算定は令和７年度７

月に本算定という形で７月２９日に交付

決定がされております。 

 この金額が５億４，８８４万２，０００

円、７月に交付決定をされておりました。 

 １２月になりまして、国の補正予算がご
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ざいました。そちらで地方交付税の予算が

計上されたところでございます。 

 これは国税収入の決算等に伴いまして、

令和７年度の地方交付税が増額されたと

いうことで、この普通交付税の基準財政需

要額の算定方法について、法律の改正がご

ざいました。そこでは、基準財政需要額の

算定方法の改正がございまして、中身とい

たしましては、令和７年度限りではござい

ますけども、経済対策の事業や委託料等の

物価高騰対応の円滑な実施に必要となる

財源を措置するためということで、臨時経

済対策費が需要額で設けられました。 

 また、地方公務員の給与改定に必要とな

る財源を措置するため、令和７年度に限り

給与改定費が設けられました。 

 もう１点、臨時財政対策債の償還に要す

る経費の財源を措置するため、令和７年度

に限り臨時財政対策債償還基金費が設け

られたところでございます。 

 そのことによりまして、再算定が行われ

た結果、摂津市の普通交付税額につきまし

ては、全体で９億９，５８３万５，０００

円と決定されたもので、今回その交付額に

合わせた形で補正予算に計上をさせてい

ただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、土地

売払収入の増額についてでございます。 

 こちらにつきましては旧別府公民館に

ついて、公募により売却いたしましたけれ

ども、鑑定価格よりも高く売却できた影響

と市民活動支援センターの公募が不調に

なった影響でございまして、差し引きして

増額補正としたものでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に関わりま

す御質問、３番目で令和８年度一般会計予

算の全般についてという御質問でござい

ましたので、御答弁申し上げます。 

 令和８年度当初予算の一般会計総額は

５２９億６００万円で、前年度と比べます

と１１億７，８００万２，０００円、約２．

３％の増額となっておるところです。 

 歳入におきましては、市税が前年度から

２．６％増と見込んでおりまして、地方譲

与税や各交付金、地方特例交付金であると

か、地方交付税は地方財政計画の伸び率を

参考にいたしまして、全体的には増額の予

算となっております。 

 また、財産収入において、健都イノベー

ションパークの売却予算や千里丘駅西地

区再開発事業の土地等の売払い収入など

がありまして、前年度よりも約１億円増額

となっております。 

 国庫支出金については、建設事業費や扶

助費の歳出増に伴いまして、約２０億円増

となっておるところです。 

 歳出につきましては性質別で見ていき

ますと、前年度と比較して、建設事業費で

約４億円増額となっております。 

 保育・給付費負担金などの扶助費、約２

億７，０００万円の増、人件費で約２億４，

０００万円の増、あと借換債を除く公債費

で約３億３，０００万円の増となっており

ます。 

 市債発行ですけれども、こちらは借換債

を除く形で前年度と比較をいたしますと

２１億６，０００万円ほど減っております。 

 主要基金からの繰入金、こちらも約３２

億７，０００万円となっておりまして、前

年度と比べますと約１２億２，０００万円

の減となっております。 

 歳出全体で、予算としては増えたところ
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ではございますけれども、市税や地方交付

税など、一般財源や、また国庫支出金など

の特定財源も増えたため、基金からの繰入

れは減っており、市債も減額となっている

状況がございます。令和８年度予算では、

後年度への負担を増やさない形にできた

のではないかと思っております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４番、集会

所の修繕についてでございます。修繕の考

え方でございますけれども、緊急度と重要

度を考慮する必要があると考えておりま

す。 

 優先順位が最も高いものとしては、外壁

の剥落であったり、消防設備の不良など、

利用者等の安全に関わるものであると考

えております。 

 次に高くなるのが給排水設備とか、電気

設備といった、集会所の機能を果たすため

に必要な修繕になると考えております。 

 今後につきましても、巡回して点検を行

うとともに、予算額も考慮しながら優先順

位を見極めて修繕を行ってまいります。 

 続きまして、質問番号５番、庁舎管理事

業のＥＳＣＯサービス料についてでござ

います。こちらは、平成２９年９月に事業

契約を交わしておりまして、空調、照明等

の省エネ化改修に際して設計、施工、維持

管理、それから効果検証の費用をＥＳＣＯ

サービス料として支払っているものでご

ざいます。 

 その費用を平成３０年度から令和９年

度までの１０年間、リース契約のように、

毎年定額で支払うものでございます。 

 続きまして、質問番号６番、公共施設等

総合管理計画策定業務委託料についてで

ございます。 

 第１期の計画期間が令和８年度までと

なっておりますことから、その改定でござ

います。委託内容といたしましては、中長

期的な施設の維持管理コストの試算や計

画に基づく施設対策費の試算、計画を実施

した場合の効果額などの試算を委託した

いと考えております。 

 スケジュールといたしましては、令和８

年度に入りましたら、できるだけ早い時期

に契約しまして、その年度内の委託終了を

予定しております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号７番、防犯カ

メラ設置事業に係るお問いに御答弁申し

上げます。 

 現行２０５台稼働しておる防犯カメラ

につきましては、全てリースへの移行が完

了しておりますので、令和８年度以降、新

たにリース化するカメラはございません。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号８番でご

ざいます。交通安全啓発事業の高齢者運転

免許証自主返納サポート補助金につきま

して、制度変更に至った理由と、これまで

の評価についてお答えいたします。 

 運転免許返納者に配布していました、反

射材付きジャンパーにつきましては、平成

２６年度から年間平均で１４０枚程度を

配布してまいりました。その間、免許返納

後の徒歩、または自転車などによる夜間の

お出かけ時の交通安全にも寄与している

ものと考えてございます。 

 そこから制度変更に至った理由でござ

いますが、地域公共交通協議会での議論、

公共交通の利用促進が求められていると

いった社会情勢の変化を踏まえまして、運



- 30 - 

 

転免許の返納による交通事故の減少と路

線バス利用による移動手段の確保の相乗

効果を狙ったものでございます。 

 続きまして質問番号９番、放置自転車等

対策事業、放置自転車等移動委託料の内容

についての御質問にお答えいたします。 

 事業内容につきましては、摂津市自転車

等の放置防止に関する条例に基づきまし

て、放置自転車禁止区域内に放置されてい

る自転車を移動保管、または啓発業務を実

施しております。この委託料によりまして、

年間１２０日間に２トントラック１台と、

作業員３名による放置自転車の移動作業

を実施しているものでございます。 

 続きまして、質問番号１０番、公共交通

確保維持事業のメインの取組であります

運行形態の見直しとバス待ち環境改善事

業補助金の令和８年度の取組について答

弁いたします。 

 公共交通確保維持事業のメイン施策の

取組予定としましては、令和７年度に把握

いたしました移動ニーズや実態から、実現

可能な運行ルートについてバス事業者と

の具体的な検討に入っていく予定でござ

います。 

 その検討につきましては、バス事業者な

どの実務担当者を中心とした分科会で進

めていく予定でございまして、こちらは非

公開で、その結果について市民委員にも共

有する仕組みで進めてまいります。 

 こちらの課題につきましては、様々な条

件を勘案する必要がございまして、バス事

業者との合意形成や、各法制度、道路交通

事情など、様々な条件を勘案しながら複数

の案について検討を進めて、令和８年度中

にワークショップ等においても説明、意見

聴取、合意形成といった取組を進めていく

予定でございます。 

 バス待ち環境改善事業補助金の令和８

年度の予定につきましては、先ほどの答弁

と同様でございますが、バス停の利用環境

を改善するための取組に対して補助する

ものでございます。その対象はバス事業者

をはじめとする利用環境の改善の取組を

進めていただける主体、そして、その内容

につきましては、バス停の上屋やベンチ、

照明、案内板の更新や改修設置などを想定

しておりまして、各事業者や沿道の施設、

土地所有者などとの合意形成や役割分担

を整理しながら進めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号１１番、都市

再生地籍調査(街区境界調査)事業の場所

との御質問にお答えいたします。 

 この都市再生地籍調査(街区境界調査)

事業と申しますのは、国土調査法の規定に

基づく調査でございます。 

 一定の街区の官民境界線上の民民等に

ついて各地権者様と立会いして、災害が起

こった場合にも、事前防災の備えとしての

早期復旧、早期復興がかなうような形での

効果、発現が求められるところでございま

す。 

 令和８年度につきましては、鶴野２丁目

の一部で実施を予定いたしております。 

 続きまして、質問番号１２番、公共基準

点管理事業の維持管理の中身のお問いで

ございます。 

 こちらにつきましては４級基準点、これ

は５０メートル標準距離としております

が、精度よく効率的に測量を行うために市

内に設置をしている事業でございます。 

 令和８年度につきましては正雀３丁目、

４丁目、４級基準点３１点の設置の実施を
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予定いたしております。 

 質問番号１３番でございます。千里丘駅

東口再整備事業の入札スケジュールでの

お問いでございます。本事業につきまして

は、交通結節機能の強化、バリアフリー対

応など、安全・安心で快適な通行空間の確

保のため、千里丘駅東口の駅前広場及び連

絡通路等に係る改良工事でございます。令

和７年１２月議会で継続費の御承認を得

ましたので、現在、工事発注に向けて手続

に入らせていただいているところでござ

います。 

 ただ、現段階、財政課からお聞きいたし

ておりますのが、１回目、２回目の入札が

公告されたものの、参加受付者数が不足し

ているということで、入札中止となってお

りますので、当初の想定以上に時間を要し

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号１４番、交

通安全対策事業、千里丘三島線の矢羽根型

路面標示の設置工事に関する詳細につい

ての御質問にお答えいたします。千里丘三

島線につきましては、市役所からＪＲ千里

丘駅へとつながる本市の重要な幹線道路

でございまして、千里丘東地区において、

令和５年度に歩道整備を行って、歩行空間

の連続性を確保したところでございます。 

 自動車、自転車、歩行者ともに交通量が

多く、令和８年度の設置工事につきまして、

まずは、千里丘駅南交差点から香露園交差

点までの区間において、矢羽根型路面標示

を設置して、各交通モードの相互の安全な

通行と利用促進を図ってまいります。 

 質問番号１５番、千里丘三島線道路改良

事業の令和８年度の進捗についてお答え

いたします。 

 令和７年度は、三島３丁目の三島まちか

ど広場から三島２丁目交差点までの西側

の区間のうち、バス停を含む約７０メート

ルについて２件の道路用地を取得し、暫定

の歩行空間を確保しているところでござ

います。 

 令和８年度につきましては、用地１件の

不動産鑑定と建物調査を実施予定でござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号１６番、緑

の基本計画の改定委託料に係る内容とス

ケジュールの御質問にお答えいたします。 

 委託内容は緑被率やアンケートの調査

分析業務を委託するもので、委託期間とし

ましては、令和８年度と令和９年度を予定

しております。 

 改定作業につきましては、国が定めまし

た緑の基本方針と大阪府の広域計画を勘

案して作業を進めてまいり、令和９年度中

に案を作成し、令和１０年度にパブリック

コメントと最終調整を実施し、公表したい

と考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 質問番号１７番、特定空

家対策事務事業で空家所有者等調査委託

料の概要、中身です。空き家の相続調査業

務を大阪司法書士会と連携協定を結んで

おりまして、相続関係が複雑な場合に、大

阪司法書士会から司法書士の推薦を受け

まして、司法書士に委託するもので、１０

人までの相続人調査が１件４万円で、２件

分を見込んでいるものです。 

 所有者不存在の空き家につきまして、除

却などをする場合は、相続財産管理人の選

任を家庭裁判所へ申し立てる必要がござ
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います。その場合の申立て費用の弁護士へ

の実費報酬と家庭裁判所に支払う予納金

１００万円を計上しております。どちらも

必要となったときに実施するものでござ

います。 

 質問番号１８番、多世代定住促進事業の

２５件の根拠でございます。これまでの多

世代同居・近居支援事業の子育て世帯の申

請実績から２５件を見込んでおれば、漏れ

ることなく申請を受け付けできるもので

あろうと見込んだものでございます。 

 質問番号１９番、震災対策推進事業で、

耐震診断、耐震改修等の予算上の見積りに

つきましては、メニューごとの補助金でご

ざいます。 

 木造住宅の耐震診断が５万円の補助金

で１６件、非木造住宅の耐震診断２万５，

０００円が２件、それから共同住宅などの

耐震診断費用１００万円が１件、木造住宅

耐震改修設計１０万円が４件、木造住宅耐

震改修４０万円に、低所得者の上乗せ２０

万円を加えた６０万円が４件あって、それ

から木造住宅の除却４０万円が１０件を

見込んでおります。 

 耐震シェルターの補助につきましては、

木造耐震改修補助に含んでいるものでご

ざいます。 

 質問番号２０番、開発指導・確認経由事

務事業で要綱等につきまして、敷地面積が

５００平米を超えるものは、都市計画法上

の開発許可が必要になります。 

 ５００平米に満たないものでありまし

ても、建築基準法上の規定による道路の位

置指定を受けるもの、開発協議基準の中で、

３００平米を超えるもの、この三つにつき

ましては本市の開発審査会において関係

課と協議して指導するものとしておりま

す。 

 それに満たないものにつきましては、建

築確認申請となりますが、大阪府下におき

ましては、建築確認申請の前に、市の経由

が必要となりますので、本市の関係課と協

議しているものでございます。 

 質問番号２１番、狭隘道路整備事業の予

定件数でございます。住宅などの建築で相

談や建築確認申請があった場合に、狭隘道

路拡幅の対象路線であれば、道路管理課に

おいて協議を実施しておりまして、発生主

義の事業でございますので、件数としての

予定はございません。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号２２番の

公園維持管理事業の砂、樹木等２４０万円

の内容についての御質問にお答えいたし

ます。こちらは砂場に補充する砂や、捕植

用樹木の購入に係る経費、それと防草シー

トなど公園施設の補修や遊具の補修に係

る資機材等の購入費用となっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２３番、自主

防災組織支援事業に係る御質問に御答弁

申し上げます。 

 支援の内容でございますけども、自主防

災組織の意向を尊重しながら、防災危機管

理課におきまして、取組内容を提案すると

ともに、当日、関係課の職員や緊急防災推

進員、それから防災サポーターとともに訓

練に参加しておるところでございます。 

 防災危機管理課としましては、より実践

的な内容となるように避難所運営マニュ

アルに基づく避難所受付訓練や、マンホー

ルトイレ、携帯トイレの設置訓練等を行う

とともに、地域版防災マップを活用した水

害時の広域避難に係る周知啓発に重点を
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置いて支援を行っております。 

 続きまして、質問番号２４番、防災資機

材及び備蓄用品整備事業についての御質

問にお答えいたします。 

 こちらの備蓄品の追加配備に関する御

質問であったかと思います。通常であれば、

現行、備蓄している備蓄品の更新にかかる

費用を予算計上しておるんですけども、そ

れに加えて追加配備する備蓄品のために、

令和７年度、令和８年度、令和９年度の３

か年に分けて予算措置しながら、備蓄品の

充実を図っていこうとするものでござい

ます。令和７年度は追加配備として携帯ト

イレであるとか、乳幼児用・大人用紙オム

ツ、生理用品、使い捨て哺乳瓶等を購入し

ました。 

 令和８年度は、３年分割の２年目に該当

いたしますけれども、ビブス、ペーパー歯

磨き、延長コード、電源タップ、マンホー

ルトイレ用ランタン、食品ラップ、ごみ袋、

レジ袋、それから簡易ベッド等々の配備に

対する予算措置をしておるところでござ

います。 

 質問番号２５番、防災訓練事業に関する

お問いでございます。総合防災演習の効果

に対する認識についてでございました。こ

ちらにつきましては、本会議の代表質問で

の市長答弁にもございましたけれども、大

きく３点ございます。 

 まず、一つ目につきましては、災害発生

時に効率的な応急対策業務を実践するた

めの手段を確認できること。 

 二つ目といたしまして、平時から防災関

係機関と連携を図ることで、顔の見える関

係を構築し、災害発生時の円滑な受援体制

の確立につなげること。 

 三つ目といたしましては、職員、市民が

防災への関心を深めることで、市全体の防

災意識を向上させること等でございます。 

 続きまして、質問番号２６番、防災対策

事業のうち、防災会議委員報酬２８万８，

０００円についてでございます。 

 御存じのように、防災会議を開催した際

に、委員にお支払いする報酬ではございま

すけれども、今後のスケジュールというこ

とでした。令和７年度につきましては現在、

地域防災計画の改定作業を進めておりま

すけれども、今後、本年度中の開催予定は

ございません。 

 令和８年度の予算につきましては、防災

会議の開催があった際に、委員に払う報酬

としての予算措置となっております。 

 続きまして、質問番号２７番、避難所運

営マニュアルの作成についてのお問いで

ございます。令和８年度の予定ということ

でございました。 

 避難所運営マニュアルにつきましては、

令和５年度から開始した事業でございま

す。令和５年度に子育て総合支援センター、

令和６年度に安威川公民館、市民図書館、

そして、令和７年度が正雀体育館、味舌小

学校で作成してございます。 

 令和８年度につきましても、順次作成を

していく予定はしておりますけども、どの

地域について作成するのかは、まだ、現段

階では確定しておりません。 

 続きまして、質問番号２８番、個別避難

計画の策定に関するお問いでございます。

令和８年度の予定ということでございま

したけれども、令和５年度まではゼロ件で

ございましたけれども、令和６年度に２件、

それから令和７年度中に３件完了してお

ります。 

 令和８年度ですけれども、新たに保健所

と連携しながら、１件の着手の予定をして

おるところでございます。 
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 続きまして、質問番号２９番、防災人材

の育成に関するお問いでございます。防災

士取得費用助成金の３０万円の根拠、金額

の妥当性だと思います。こちらにつきまし

ては、過去の最大申請数が９名であるため、

同規模の予算措置をするために、１０名分

で積算しておるところでございます。 

 続きまして、質問番号３０番、マイ・タ

イムラインの普及に関するお問いでござ

います。令和８年度の予定でございました。

こちらにつきましては、広域避難カルテも

含めて、広報誌の防災特集や出前講座、地

域版防災マップの作成を通じて周知を図

っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、２回目です。まず１番目の令

和７年度一般会計補正予算（第８号）でご

ざいます。細かくいろいろ御説明いただき

まして、ありがとうございます。令和７年

度に限って、いろいろやってもらった分も

あるとのことでございました。職員の給与

も上がりましたけども、そういう部分も一

部で見てもらって、物価高対策とか、いろ

んなものを入れていただいて、増額になっ

たということでございます。 

 これは令和７年度限りで、令和８年度は

同じではないと思います。流れとしては、

７月に本算定があって、決定していくこと

になると思いますけども、これについては

よく分かりました。 

 それで、令和７年度一般会計予算は、総

額としては１４億１，２２４万５，０００

円が減額になり、取崩し額を減らしたとい

うことがあります。基金の繰入額は約１１

億円減額しましたので、当初は約４５億円

取崩しをしていたものが、約３４億円に減

らされています。 

 若干積み増しもしています。ここまでで、

国や府の補助金とか交付金とか、人件費の

補正までやりました。入札差金も調整が終

わっていますので、残りは最終の決算によ

る各課の不用額が出てくることになると

思います。令和７年度の財政的な見方につ

いては、最終どうなるように見ておられる

か、５月、６月頃に決算額が出そろうこと

になりますが、そこではっきりしてくるわ

けです。 

 中期財政計画も、大事だと思っています。

中期財政見通しでは、令和７年度の基金の

取崩しは８億７，６００万円で１億４，９

００万円は積み増しということにしてい

ます。大体７億円ぐらい、実質は取崩しに

なるだろうとなっているわけです。 

 ２７億円ぐらいの乖離がありますが、戻

ってくるかどうか。不要額は大体３％から

５％ぐらいが戻ってくると聞いておりま

すので、５％返ってきたら２５億円ほど戻

ってくることになりますし、３％だったら

１５億円ぐらいとなります。 

 予測になるかもしれませんけど、どのよ

うに最終の見立てをしておられるのか。中

期財政計画をつくられた担当課として、い

い線をいっていると評価されるのか、少し

ずれたと評価されるのか。それも踏まえて

評価していただきたいと思います。 

 次に、２番目、不動産売払収入について

でございます。２，６１０万円は旧別府公

民館が高く売れたけども、市民活動支援セ

ンターが売れなかったということです。 

旧別府公民館の跡地は、売却まで随分時

間がかかりました。別府コミュニティセン

ターは、その前に建っていますけど、建設

するときには、売却が決まっていました。
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土地の問題とか、いろいろ整理がつかなか

ったりして、遅れて今日に至ったというこ

とで、過去にも言いましたが、建物を解体

せずに、その解体費用をあらかじめ引いた

金額で売却に出されました。 

 その前の分は、市民活動支援センターも

そうですが、高い値段をかけて潰されたわ

けです。片田ハウスも、潰すために実施設

計して、見積りを取って、入札をして潰す。

非常に高くつくやり方であると指摘をし

ました。今回は違う形を取ったということ

で、もう少し詳しく、幾ら差し引いて、幾

らの予定額だったのか、市民活動支援セン

ターの分を加味せえへんかったら、何ぼ上

振れして売れたのかについて、聞いておき

たいと思います。 

 ３番目、令和８年度の予算の全体像は分

かりました。ありがとうございます。 

 景気の問題、それから給与も皆さん上が

ったということで、税を払う人が増えた。

年金も少しずつ上がっています。年金が上

がると、保険の区分が１割から２割に上が

ったという相談がちょこちょこあります。 

 何で上がったのかというと、年金が上が

ったからとのことで、そんな上がっていま

せんが、少し上がっただけでも、そういう

人が出てきています。全体的に上がってい

るわけです。 

地方交付税の話も分かりました。お聞き

したいのは、借換債について、一旦借りて

いたものを、もう一回借換えをするわけで

す。今回は、どういう内容の借換えをした

のかについて、教えてください。 

 それからもう一つは、年収の壁が、国会

でも取り上げられています。 

 実は去年、公明党が与党にいた頃に、年

収の壁を１６０万円まで引き上げるとい

う改革をしました。その後１７８万円まで

引き上げられています。 

 令和８年度では、最初にあった１６０万

円までの年収の壁の引上げの影響が若干

なりとも出てくると聞いています。令和８

年度では、年収の壁の影響がどんなものな

のか。また、それに対して、国で何か補塡

なりがあるのかについて聞いておきたい

と思います。 

 次に４番目、市立集会所管理事業でござ

いますが、考え方については分かりました。

問題のあるところを優先的にやっていま

す。また、設備等で、例えば排水が詰まっ

たとかいろいろあります。桜町集会所は電

気がつかなかったということがありまし

た。優先的に直していますとのことでござ

いまして、老朽化とか、そういうものはな

かなか、手をつけられるものではありませ

んということでございます。 

 令和６年度の決算審査のときに聞きま

したが、市立集会所基礎調査をされていま

す。そこで分かった結果について、今後の

集会所の在り方を検討していくとのこと

でありました。これは、恐らく次の公共施

設等総合管理計画の中での検討になると

思いますけど、どんな検討をしていくのか

聞いておきます。 

 ５番目、庁舎管理事業でございます。今、

ＥＳＣＯ事業のお話をしていただきまし

て、平成３０年度に導入されて、今年度で

９年目、来年度で終わりになると思います。 

 内容も、空調とか照明とか水道とか、光

熱費関係、工事費、設置費を考慮されて金

額が決められていると、それを１０年分に

割り当てる。 

 １０年したら契約が切れる。ＥＳＣＯ事

業の契約について、設備は全部そのまま譲

渡されることになると思っていますが、実

際にはどうなるのかについて、聞いておき
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たいと思います。 

 先ほど言いましたけども、光熱費は上が

ったり下がったりしています。補助金を入

れたりということがあったりしましたけ

ども、この上がったり下がったりしたこと

についての利用料と言うのか分かりませ

んが、何か影響額というのはあるんですか。 

 状況に応じて変わると思うんですけど、

変動とかも併せて聞いておきたいと思い

ます。 

 次に６番目、ＦＭ推進事業についてでご

ざいます。第２期の摂津市公共施設等総合

管理計画が、いよいよ策定されることにな

ります。委託方法、スケジュールは聞いた

わけでございますが、こういう方針でもっ

て進めていくという基本となる項目があ

ると思います。 

 中期財政計画にも関連していまして、そ

の中に書いています。改めて、これを基本

としていくということを、決まっていれば

言うてほしいと思います。 

 ７番目、防犯カメラ設置事業です。これ

は２０５台ともリース化されていて、リー

ス料を払っているだけという話でござい

ました。 

 非常に残念なのは、地元の地域の話にな

りますが、市場池公園があります。ここは、

２年前からで樹木を折る人がいます。 

 桜の木の花が咲いているのに折ったり、

地元の人がアジサイを植えて、アジサイの

名所にしているわけですけど、それを折る

んです。 

 目撃はされていまして、誰かは大体分か

っています。利用されている人は、あの人

やということをみんな分かっています。そ

の証拠のビデオとかは撮っておりません。

そういうことで、訴えを随分しています。

市役所にも、市民から樹木を折ってる人が

いると訴えられています。この管理をして

いる地元の老人クラブからも言っていて、

警察にも被害届を出していただいたよう

でございますけれども、なかなからちが明

かないということでございます。 

 防犯カメラをぜひつけてもらいたいと

いうことです。地元からも、自治会から要

望を出しましたけれども、残念ながら設置

には至りませんでした。 

 先ほど担当の課長からもありましたけ

ども、あまりひどい場合は、閉鎖してしま

うというショッキングな発言もありまし

たけども、そうならないためにも、防犯カ

メラの設置が必要です。 

 三宅公園は、最初から設置されています

けども、あと三島公園と、庄屋公園につい

てもです。設置されている公園もあるし、

設置されていない公園もありますが、最終

的には、公園には防犯カメラが必要ではな

いかと私は思います。その辺の必要性につ

いて、聞いておきたいと思います。 

 ８番目、交通安全啓発事業でございます。

制度を変えましたということで、言われて

いましたけども、平成２６年度から始まっ

て年間平均で１４０人ぐらいの方がジャ

ンパーを引き換えに来られるとのことで

す。着てはる人をよく見かけます。 

 令和２年度に、摂津市自転車活用推進計

画をつくられました。この中に人生１００

年ドライブとかあります。ジャンパーとと

もに、自転車もあげましょうというて、放

置自転車を無償譲渡されていました。 

 摂津市は、自転車で移動しやすい市域だ

から、どんどん自転車に乗ってもらおうと、

こういう意味合いもあって始められたと

思います。だんだん引き換える人が減って

きました。そのことを総括として言ってほ

しかった。 
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 人気があるのに、いきなりぱっと変えて

しまったということではないと思うので、

変更に至った理由を、言っていただきたい

と思います。 

 その上で、令和８年４月から道路交通法

が改正をされまして自転車については、青

切符が切られることになります。 

 随分世間がざわついています。特に高齢

者の人、どうなるんやとおっしゃっていま

す。分からへんやないかという声がよくあ

りまして、教えてほしいとの声もあります。 

 この３月に行われる、交通安全自動車協

会が主催の安全運転講習会では、自転車の

青切符について、特集のように、今回はや

られるということで、一般の方も、どんど

ん来てくださいという呼びかけをしてい

ます。積極的に、市民に啓発をしていくこ

とが、必要だろうと思います。これは市民

の方が求めてはるから、どういう方法を考

えておられるかとについて、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから、９番目、放置自転車対策につ

いてでございますが、先ほど、放置自転車

の仕組みについてお答えいただきました。 

 摂津市自転車活用推進計画の中に、取締

りの事も書いてあります。駅周辺の交通対

策として、自転車等の放置禁止区域、駅周

辺で放置されると、自転車の移動をします

ということが書かれています。 

 ずっと気になっていることがありまし

て、これは所管外やから、あまり言えない

んですけども、千里丘駅西地区、今、再開

発をやっています。来年６月で完成します

けども、調べてみたら自転車置き場が少な

いんです。 

 今、商業ビルの横に少しあります。マン

ションはマンションの専用駐輪場が２階、

３階にあります。 

 でも、一般のお店に来た人たちの自転車

置場が少ないんです。自転車だらけになっ

て、どうなるのかと、危惧しています。 

 千里丘駅東口も、もともとは少なかった

んです。昔は好き勝手に自転車を置いては

った。駅に向かう道、両側に自転車が置か

れて、自転車が山積みのようになっていま

した。 

 これは何とかせなあかんということで、

行政も動いていただいて、ＪＲとの管理協

定も結びながら、電磁ロックの自転車置場

を設置しました。 

 これも結構時間をかけて、苦労もして、

今日のようになったんです。だから千里丘

駅西地区も、管理する側として、違法自転

車がいっぱいあふれんように、考えてくれ

てと、言うてもらわなあかんと思います。 

 所管が違うからお答えはできへんかも

分かりませんが、対応しないと自転車だら

けで、整理ができなくなる。 

 それからレンタサイクルは撤退しまし

た。もともとレンタサイクルは、マイケル

と、駅リンくんの２件ありました。マイケ

ルは早く撤退しましたけども、駅リンくん

は結構最後まで残っていました。自転車の

乗り入れを緩和する役目があったと思う

んですけど、その代わり今、シェアサイク

ルが市内全域にあります。千里丘駅はどこ

にあるんやと、探したら地下の自転車置場

にあるんです。 

 もう少し見えるところへ持ってこなあ

かんと、私は思うんです。 

 千里丘駅東口は、大規模改修されるから、

そのときにはぜひシェアサイクルを分か

りやすいところへ持ってきてほしい。若い

方は、すごく利用されていると思うので。 

 自転車の乗り入れを減らすということ

にもつながってくると思うし、それからも
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う一つは、千里丘駅西口の商業ビル周辺の

自転車対策については、課題があると思い

ます。千里丘駅東口と同じようなことにな

らんようにしていただきたい。あらかじめ

計画をつくっておいて、できれば電磁ロッ

ク式のもので整理をしていく。こういうこ

とはすでに考えてはるかも分かりません

けど、お願いしておきたいと思います。 

 自転車を管理している側の考え方とし

て、問題視されているのかどうかについて、

聞いておきます。 

 １０番目、公共交通確保維持事業につい

てです。協議が調ったところから、どんど

んお金をつけていく。１００万円使ったら、

今年は終わりで、また来年になります。 

 とにかく誘い水的な感じで、協議が調っ

たところからやっていきましょうという

ことだと思います。これからしっかり協議

していただくことになるかと思いますか

ら、しっかり推進していただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしておきます。 

 問題は、摂津市地域公共交通計画では施

策が１３あるんです。 

 先ほどの話では、バス路線について、二

つは優先的にやろうということやと思い

ます。それから、バス待ち環境については、

やりやすいのでやると、それ以外も令和８

年度に検討して、令和９年度から実証実験

したりとか、そういうふうになっているわ

けです。この１３の施策について、１個１

個やっていくのか、それとも取りあえずは

優先順位をつけた二つを優先的にやって、

あとは置いておくのか、その辺を教えてく

ださい。 

 １１番、都市再生地籍調査事業です。今

回、令和８年度は鶴野２丁目の一部をやり

ますということで、名前も街区境界調査と

なっています。昔は官民境界型と言ってた

んですが、どう違うんですかと聞いたら、

法律が変わって名前が変わったただけで

中身は一緒とのことです。結構長いことや

ってはります。毎年、毎年やって、何％ぐ

らい進んでいるかを聞いておきたいと思

います。 

 １２番目、公共基準点管理事業について

でございます。 

 ４級水準点を５０メートルピッチぐら

いに設置していく、こういう取組がなされ

ています。これも恐らく、災害のときにい

ち早く復旧するための基準点になると思

います。１級、２級、３級と順番に水準点

もランクがあります。１級とか２級とかは

国が管理してあって、４級は市町村が管理

する水準点になります。こういうふうにな

っていると思いますけども、これも、今ど

れぐらい進んで、あとどれぐらい残ってい

るのか、何年ぐらいかけてやるのか、計画

の全体像を教えていただきたいと思いま

す。 

 その中には、以前ちょっと問題になりま

した地盤沈下の問題があって、ＪＲ東海が

毎日７５０トンくみ上げていますので、し

っかり監視をしていく。その影響も出てい

るか出てないかと思ってはると思います

ので、そんなことも絡めて、この水準点の

管理について補足して、そのことも教えて

いただきたいと思います。 

 １３番目、千里丘駅東口再整備事業です。 

 スケジュールを今聞いたら、入札を２回

やったけども、不調に終わったという話で

ございました。なかなか業者が手を挙げれ

ないというのは、聞いています。人手不足

というのはよく聞きます。金額よりも人手

不足と言っていましたけど、これは何とか

前へ進めていただきたいと思います。完成

時期は、令和１０年２月末か３月になりま
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すので、しっかり取り組んでいただきたい

と思います。 

 それで、約２年したら完成するというこ

とですから、完成イベントをぜひ盛大にや

っていただきたいと思います。 

フォルテ商人会もしっかり巻き込んで

いただいて、工事そのものについては、な

かなか商人会が関わることは難しいかも

分かりませんけど、完成イベントのときに

は、上手く巻き込んで、地域をしっかり盛

り上げるような取組にしていただきたい

と思います。前も言いましたけど、千里丘

駅西地区を中心としたエリアマネジメン

トの一環で、ぜひ取り組んでいただきたい

と思っています。このことについてお聞か

せください。 

 次、１４番目、交通安全対策事業につい

てでございます。 

 矢羽根型路面標示をまずは千里丘駅南

交差点から香露園交差点まで設置される

と。その先がまた次の工事でやっていかれ

ることにはなるんだろうと思いますけど

も、この矢羽根型路面標示は、最初、大阪

府の府道で実証実験が始まりました。少し

前になりますけども、大阪高槻京都線の茨

木市域で引いてありました。そこからどん

どん伸びていって、府道で吹田市までずっ

と引かれた後、本市内でも設置されるよう

になりました。 

 これは、交通安全推進協議会という会議

体がありまして、そのときにも取り上げさ

せていただく中で、茨木土木事務所に摂津

市域でも設置するように要請された経緯

があります。その後、摂津市自転車活用推

進計画の中にも書かれております。この中

で、赤色で書かれているのが短期整備路線

で、黄色は中期整備路線となります。今の

ところは、もう中期のところに入ってきて

いるということでございまして、今回の千

里丘三島線は、中期整備路線です。令和１

１年度までの計画になっていますので、令

和１１年度までは、まず赤色のところを先

にやるとなっています。予定としまして、

中期のところまで全部やってしまうとい

うことで設定をされているのか、短期整備

路線は全部終了しているのか、その辺も踏

まえて、今回の計画と全体の計画と合わせ

てどれぐらいなのか。前に何パーセントに

なりましたと言われていましたけども、そ

れも合わせて、今何パーセントまで終わっ

ているのかも踏まえて、全体像を示してい

ただきたいと思います。 

 それから、千里丘三島線道路改良事業に

ついては、完成までの全体スケジュール、

何年度に完成させますというのが決まっ

ているのであれば、お示ししていただきた

いと思います。 

 １６番目、緑の基本計画でございます。 

 これも令和８年度、令和９年度の２か年

をかけて委託をして、令和１０年度にパブ

リックコメントをして完成させるという

ことでございます。非常にじっくりと時間

をかけてしっかりやっていただきたいと

お願いしておきます。 

 今回の改定について、コンセプトは、協

働が大事になってくると思います。協働に

よる公園の整備とか、協働による公園の管

理、こういうふうになっていく。これは、

もともとの親分である行政経営戦略がそ

ういうことなのか。そのずっと下にぶら下

がっていくので、そういうことになるだろ

うと思います。思い切って、公園の在り方

とか、ちびっこ広場の在り方も、ワークシ

ョップを開くとか、緑の基本計画そのもの

もワークショップを開くなり、市民との協

働の中でつくり上げていくこともぜひ視
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野に入れて取り組んでいただきたいと思

います。そういう考え方についてはどうな

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

 １７番目、特定空家対策推進事業でござ

います。 

 司法書士に依頼する２件分と、それから

除却等の部分で弁護士に依頼する分は見

ているとのことです。具体的にはそれがあ

るということではないけど、その分を見て

いる。令和６年度の決算審査のときに聞い

たら、３４件の適正管理文書を発送し、そ

のうち１３件は改善されたとのことでし

た。２１件は未改善であると答弁をいただ

いておりました。この２１件について、今

日までに改善に向かっていることがある

のかということと、恐らく困っているのは

長屋の部分です。長屋で真ん中の家が空い

ている。部分空き家というんですか、こう

いうものは非常に困っていると聞いてい

ますけれども、その対応は考えておられる

のかどうか。そして、２０２３年１２月に

法改正があって、特定空家または管理不全

空家については勧告を受けると、固定資産

税の特例措置が外れることになっていま

す。土地が２００平米以下の部分について

は、固定資産税が６分の１に軽減され、２

００平米を超える部分は３分の１となる

特例があります。勧告を受けた段階で、こ

の特例を外すことができるそうです。これ

は、やっている市が出てきています。京都

市はすでに実施しており、他にもそういう

市が出てきていますけども、本市について

はどういう状況なのか。また、そういうこ

とをする考え方はあるのかないのか、聞い

ておきます。 

 それから１８番目、多世代定住促進事業

です。 

 こちらはリニューアルされるというこ

とになりますけど、その背景には、今まで

の制度はどうだったのか、総括されている

と思うんです。利用料も踏まえての総括が

あったと思うんですけども、私は、感覚的

には結構利用していただいていると思っ

ていました。ただ、なかなか周知というん

ですか、知らない人もいるというのがあっ

て、お知らせをすると、そんなんやったら

やりますわという方もいてはりました。だ

からもっと周知をすれば、非常にいい制度

だったと思っております。リニューアルを

するための背景でどんな総括があったの

かを聞いておきます。制度が新しくなりま

すから、どんなふうに周知をされていかれ

るかということについても、お聞きしたい

と思います。 

 次、１９番目、震災対策推進事業です。 

 この金額について、それぞれの根拠を教

えていただきました。 

 次期、摂津市住宅・建築物耐震改修促進

計画、これが３月１８日から４月２０日ま

でパブリックコメントにかけられること

になります。その後策定されていくことに

なります。少し見させていただきましたけ

ども、現在、住宅の耐震化率は９１％、こ

れは頑張っていただいて、耐震化が進んだ

こともありますけども、建て替えたもの、

それから除去したものが多かったかと思

っています。なので、除去補助が多く見積

もられていることについては、照会したら

もっと多いかも分からない。災害があると、

変な話ですけど、進むんです。大阪北部地

震とか、その後に台風被害もありました。

その後は結構建て替える人がありました

けど、建て替えとなる建物は、耐震性の低

い建物が多いですから、耐震性が上がって

いくことになります。 

 令和１７年度の目標は９５％を目指す



- 41 - 

 

となっています。これは、先ほど言いまし

た空き家対策も含めて空き家になってい

るような建物は耐震性が低く、古くなって

いる建物が多いです。それも踏まえて進め

ていく必要があると思います。あとは長屋

もなかなか悩ましい。三つのうち真ん中が

一個空いているとかいろいろあると思い

ます。こういうものもなかなか悩ましい、

対策は進めづらいと思いますけども、その

実情について、お答えしていただきたいと

思います。 

 ２０番目、開発指導・確認経由事務事業

についてでございます。これは先ほど摂津

市の役割についてお話しいただきました

けれども、二つややこしい案件があります。

一つは、このイノベーションパークの中で、

吹田市が中学校給食センターの建設をし

ようとした問題がありまして、もう何回も

関わっていただいて、地元及び大型マンシ

ョンの方々が受入れに対して大きく反対

をされているので、なかなか前へ進みませ

ん。 

 先日も地元公民館に吹田市長が来られ

て、摂津市長も来られて、地元の自治会の

三者会談という形でやられました。これで

もう一定の区切りをつけるはずだったん

ですけども、大型マンションの人がマンシ

ョン内の方々に周知されました。その結果、

初めて知った人も中にはいてはって、１０

０人以上の人が詰めかけはりました。それ

でまた火がついたという感じになりまし

て、なかなか進まないのが現状です。 

 その中で、条例の問題、そして、先ほど

ありましたように、手続の話があるわけで

す。最初は、摂津市の事前協議から始まる

ことになります。今さらここで言うたから

どうなるわけではないのですが、こういう

問題があることを知っといていただきた

いと思うんです。 

 これは法律の問題やから、法律上の解釈

になっています。これが決着すれば、方向

性が見えてくると思うんですけど、今は大

詰めのところであるということです。 

 もう一つは、サンドライビングスクール

跡地の住宅開発、ここはもう事前協議が出

てくる段階になっています。地元が一番懸

念していたのは、高速道路が近いというこ

とで配送センターが来ることをでした。次

に心配したのは高層マンション、できたら

戸建て住宅がいいと言われており、その通

りになりそうです。今ややこしいのは、ち

ょうど敷地の真ん中ら辺に、茨木市と摂津

市の境界があります。１００戸ほどの住宅

になるんですけど、奥は茨木市、手前は摂

津市です。摂津市側から入って、摂津市側

から出ていく。茨木市側からは入れないこ

とになります。 

 沢良宜西４丁目に住宅街がありますが、

ここも茨木市側から入れません。自転車は

入れますが、車が入れない。だから桜町の

中をずっと抜けて行かないといけないこ

とがあって、例えば、公共のごみ収集車と

かそういったものは、全部桜町を通ること

になっていまして、この地域としては長年

の問題とされています。この間、この件で

前の副市長のところまで行きましたけど

も、なかなかいい返事はもらえなかったん

です。 

 こういう問題があるので、新しくできた

地域も、茨木市の行政サービスを受けるた

めには、摂津市域を通って、茨木市域のご

みを取りに行くということがまた発生し

ます。私たちとしては、大建住宅の集会所

がありまして、その集会所をどこかに移転

すれば道路でつなぐことができると言っ

ています。茨木市は、さらさらそんなこと
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を指導する気はありません。なので、何か

機会があれば、そういうことも指導ができ

るのであればしてほしいと思うわけです。

この二つの問題、これから書類が上がって

きますから、また地元の人といろいろ要望

活動に邁進していくことになると思いま

すので、心にとどめておいてください。要

望としておきます。 

 次に、狭隘道路の問題です。 

 これは毎回質問させていただいて申し

訳ないんですけれども、令和５年度までは

実績がありませんでした。何でかと言うと、

過去の狭隘道路の取組は重点地域を限定

されました。この路線とこの路線に限定す

るとされて、そこで開発するときは、その

道路全部、他の人の土地も含めて拡幅する

という計画にされましたので、このとき私

も反対しました。このような制度では誰も

やらへんと大分言ったんですけども、押し

切られまして、その後も、これは改正すべ

きやと随分言いました。ようやく令和６年

度より、市内全域に拡大されました。それ

によって、重点地域以外は、もとの制度の

ままになったわけで、この協議がスタート

したと私は思っています。 

 令和６年度の実績は、協議が５２件であ

りまして、そのうち中心後退の２．４メー

トルが、この狭隘道路の分です。普通、中

心後退というのは２メートルです。だけど

２メートルにプラス４０センチ、これはＬ

字側溝を置いて、４.８メートルの道路に

なるというのが、この狭隘道路を広くして

いこうという計画です。 

 土地を寄贈してもらった人については、

整備する費用を助成します。移管手続費用

も助成しますと。これが一番上の形です。

その次は、無償使用承諾、移管まではせず、

使用することについて、無料で使わせてく

れるという承諾書を出してくださいと。そ

れであれば一定の助成をさせてもらいま

すというものです。その次は、自主管理と

して、移管も無償承諾もしないけど、助成

もしないというものです。無償使用承諾と

か移管をしてしまうと、敷地面積が減って

しまいます。そうすると建物の建てられる

床面積も減ってしまいます。摂津市の場合

は、敷地が割かし小さいものが多いので、

そうすると建てたい家が建てれないとい

う問題があって、なかなか承諾してくれな

いことになるんです。自主管理とした場合

は、勝手に下がっているので、敷地面積に

入れて構いません。だから、建物の床面積

に影響は出ないことになるわけです。この

三つのうちどれかをやってもらおうとい

うことで進めていっていただいて、令和６

年度では、２９件応じていただいた。これ

について、下がったところと下がってへん

ところとあるため、ガタガタになってしま

います。本当はきれいにすぱっと拡幅した

ほうが、その後にやる人も、やらなあかん

ねんなとなってくるから、私はいいのでは

ないかと思っているわけです。とにかく頑

張っていただきたいと思うんですけど、令

和７年度、直近まではどうだったか、聞い

ておきます。 

 ２２番目、公園維持管理事業です。 

 樹木の話を防犯カメラのときに言いま

した。市場池公園の樹木、結構折られてい

て、令和５年ごろから、ずっと折り続けて、

今も折ってます。警察へ被害届も出しても

らっているけども、警察からは物的証拠が

足らんと。動画やったら何とかなるんやけ

ど、枝を持っているだけではあかんと。そ

れは拾っただけかも分からんということ

で、なかなか前へ進んでいません。防犯カ

メラの設置に望みを持っていたんですけ
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ど、防犯カメラも駄目になりました。 

 このてんまつを聞こうと思ったけど、何

かその対策を考えていただいていると聞

いているので期待をしているわけです。対

策について、御答弁いただきたいと思いま

す。 

 ２３番目、自主防災組織支援事業です。 

 より実践的な取組ができるように支援

をしていただけるということでございま

して、これからもしっかりと御指導、御支

援をお願いしたいと思います。 

 自主防災組織やから、自主的にやってい

くということが基本だと思います。また自

主的にやる中に新しい情報を入れて提供

していただきながら、よりよい防災訓練に

なるように、世代が固定しない、若い世代

も含めてできるような防災訓練になるよ

うに御支援いただきたいと思うんです。 

 せんだって、新鳥飼公民館で行われまし

た広域避難フェスティバルのときに、香川

大学の竹之内准教授が来られて、お話をさ

れる機会がありました。先ほど言いました

防災スイッチとか避難スイッチがそれぞ

れあるんやと。ふだんから決めておくこと

が重要だという話がありました。もう一つ

は、防災だけに限っていろんなことをやっ

ても、なかなか人が集まらない。だから、

防災とお祭りとか、防災と運動会とか、防

災と何かを一緒にやることによって、そこ

に集まってくる。運動会で集まったとして

も、災害があったときに、そこに集まって

くる。こういうことにするべきという話を

されていました。なるほどそうやなと。だ

から防災だけでは来る人が限られる気が

しています。私の地元でも防災訓練を３回

やりましたけども、なかなか人に集まって

もらうのは難しいと感じながらやってい

るわけでございます。 

 そういうことを踏まえて、どうか情報提

供いただいて、様々な世代が受け入れられ

るような支援になるようにお願いしたい

と思います。これは要望としておきます。 

 次、２４番目、防災資機材及び備蓄用品

整備事業です。 

 令和７年度、令和８年度、令和９年度と

３年計画で様々なものを買い足していく

ということでございますので、計画どおり

しっかりやっていただきたいと思います。

備蓄品を今後は年に１回公開することに

なりますから、ここにこんなもんがあると

いうことをしっかりと公開していただき

たいと思いますので、お願いしておきます。 

 昨年、桜まつりをやったんですけど、そ

のときに摂津市のコミュニティ防災資機

材倉庫にある発電機を借りようと思いま

した。千里丘小学校のものを見に行ったと

き、動かしたかったけど、全然動きません。

こんな状況でしたと課長に報告したら、す

ぐ全部を点検して、動くようにしていただ

いたようです。こういう物は、定期的に動

かしておかないと、１年も放ったらかした

ら、なかなか動かなくなる。５年も置いと

ったら、ほんま動かなくなるのが現状で、

ガソリンも気化してなくなってしまって

いますし、そういうもんやと改めて思いま

した。なので、定期的に点検をするような

計画をしていかないとあかんと思うわけ

ですけども、そういう動かさなあかんよう

なものについて計画をされているのかど

うか、お聞きしておきたいと思います。 

 ２５番目、防災訓練事業でございます。 

 本会議でも言われましたけども、集団で

あったりとか、団体の連携であったりとか、

職員と市民の意識を高めていくような意

味があるということでございます。これは

これで否定はしません。大事なことかも分
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かりません。ただ、コロナ前にやってはっ

た総合防災演習について、同じことをずっ

と繰り返していくと、どうしても形骸化し

てしまうことがあるので、そういうことに

ならないように、様々な工夫をしながら、

ぜひ有意義な総合防災演習にしていただ

きたいと思っております。 

 それから、この間言うてはりましたけど、

いろいろ考えていくということで、例えば、

どこかサテライトの小学校とかと連携し、

映像でつなぎながら、いろんなことをやっ

て、とにかく形骸化しないように工夫をし

ていただきたいということです。これにつ

いては、要望にしておきます。 

 それから２６番目、防災対策事業です。 

 これは地域防災計画で、１月４日から２

月４日までパブリックコメントをかけら

れました。多くの意見も寄せられたことと

思います。寄せられた意見に対してどうい

う対応をされるのかについて、年度内に防

災会議は開きませんという話でございま

したけども、その辺も踏まえて聞いておき

たいと思います。 

 それから２７番目、避難所運営マニュア

ルの作成についてでございます。 

 令和８年度まだ予定は決めていません

ということでございました。まだたくさん

小学校区が残っていますから、ロードマッ

プをつくっていただいて、いつ終わるか分

からんのじゃなくて、何年間計画でやりま

すとする必要性があると思うんです。例え

ばマンホールトイレ、令和８年度で終わり

ます。これは国費もあるので、計画どおり

やるということになっているように思い

ますけども、災害はいつ起こるか分からへ

んこともあるから、しっかりと計画をつく

って、ロードマップをつくっていかなあか

んと思いますけど、その必要性について聞

いておきたいと思います。 

 ２８番目、個別避難計画の策定でござい

ます。 

 令和８年度では１件を予定されている

と。これは重度の障害者とか難病指定の人

からやっております。実際のところは、計

画する全体像は何千人といてはりますし、

これからまだまだ増えていく、どんどん超

高齢社会になっていく中で増えていく傾

向にあると思うんです。これも先ほどと一

緒で、やるんやったら何年計画でやるとい

う計画性をもってやる必要があると思う

んです。これもどういう考え方をされてい

るか。全体像に対して、どういう考え方を

持っているかということを聞いておきま

す。 

 それから２９番目、防災人材の育成につ

いてでございます。 

 防災士取得については１０名、今まで９

名が最大とのことです。 

 その上で、防災サポーターについて、新

たな地域防災計画では、評価をされていま

す。市が開催する研修とか講座の受講が追

加をされています。この地域防災計画の中

に、防災サポーターという項目があって、

それは強化されていますので、期待してい

ます。具体的にいろんなことやってくれは

ると。令和７年度は何回かスキルアップ研

修のような形でやっていただきましたけ

ども、令和８年度のお考えはどうなのかに

ついて聞いておきたいと思います。 

 それから３０番目、マイ・タイムライン

です。 

 広報紙等でしっかりやっていただくと

いうことと、あと出前講座等でやっていた

だくということでございます。ぜひ積極的

な取組をやっていただきたいと思います。 

 この間の広域避難フェスティバルの中
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でも、防災研究会では、マイ・タイムライ

ンを活用されておりましたが、とにかくこ

だわってやらないと駄目やと思いますの

で、そういうことの重要性です。 

 それから、さっき言いました広域避難フ

ェスティバルの中でもありましたが、防災

スイッチとか防災避難スイッチについて、

しっかりとふだんから決めておくことの

重要性、これは理解していただかないとい

けないと思うわけですけども、そういうこ

とを踏まえて、もう一度、マイ・タイムラ

インについて聞いておきたいと思います。 

 以上で２回目です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員の２回目の質

問は終わりました。 

 ７番の防犯カメラの質問の趣旨は、公園

の防犯カメラということを中心に聞いて

おられたような気がするんですけども、２

２番目の公園管理と併せて、水みどり課か

らお答えいただくことでよろしいでしょ

うか。 

 それともう一つ、放置自転車の件で、千

里丘駅西地区ということでお問いになら

れていたかと思いますが、所管外となりま

す。これについては、放置自転車全般の考

え方ととして、道路交通課からお答えいた

だくことでよろしいですか。 

藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 はい。 

○安藤薫委員長 では、そのように答弁を

お願いします。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

２回目の御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号１番です。令和７年度一般会計

補正予算（第８号）で、一般会計総額で約

１４億１，２２４万円の減額があって、基

金の繰入金も減額となっていて、その最終

的な決算がどうなるということは考えて

いるのか、また、中期財政計画で基金の取

崩しと積立金のほうが上がっている部分

も含めてどう評価しているかという御質

問でございました。 

 まず、今回、補正予算（第８号）で減額

しておりますけれども、最終決算がどうな

るかにつきましては、これから決算の見込

み等、精査をしていくことになりますので、

まだ最終決算がどうかは数字的なものを

出せてはおりません。中期財政計画を令和

８年１月に作成しております。この時点で、

今後の不用額等、過去にこれまでの年度で

も不用額がどれぐらいであったかも参考

にして、１月時点で、見込みとして反映し

た見通しを立てた形になっております。 

 基金の積立て自体は、令和６年度の決算

の歳入歳出の実質収支の剰余金等が上が

っている状況でございます。令和７年度当

初予算の取崩しから、当然、基金繰入金は

減額となっていくものではございますが、

中期財政計画では取崩し額を８億円ほど

としております。このとおりとなってしま

いますと、令和５年度以来の取り崩し、基

金の減少となってしまいますが、今後の財

政運営のためには、この取崩し額をどれだ

け抑えられるかということかと考えてお

ります。 

 決算は、これから精査をしていきたいと

考えておるところです。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号２番、土地

売払収入で旧別府公民館の売却について
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でございます。 

 予定価格は、約４,２７０万円で、これ

は、建物解体費相当額約２，５４０万円を

差し引いた金額となっております。結果と

して、約７，３２０万円で売却できました

ので、予定価格よりも約３，０５０万円高

く売却できたということでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

３番目の御質問で、借換債の在り方につい

ての御答弁を申し上げます。 

 市債発行については、最初に借入期間と

借入先、政府資金とか民間資金が起債の内

容の事業によって、総務省に計画を出して、

同意を得て決定していくことになってい

きます。その中で、借入期間が２０年とい

う長期にわたる市債につきましては、その

借入れ先が政府資金となった場合につき

ましては、利率もそのときの固定金利で借

入れはできる状況でございます。 

 しかしながら、民間資金となった場合、

それだけの長期期間を一気に借りようと

するには、利率を低く抑えることは難しい

状況にございます。 

 そういうこともございまして、一旦、２

０年という同意は得ておりますけれども、

民間資金の場合は１０年で借入れをいた

します。ただ、１０年で全部を返し切ると

なると、２０年借りられるものが倍払って

いかないといけないことになります。この

ことから、１０年間借入れのときに、その

半分を一番最後に返す借入れを行って、一

番最後に返すときに、また新たにその金額

についての借入れを行うことを、借り換え

という形で行ってきております。 

 この借り換えをする際に、必ずしも民間

資金の借入先は同じということではなく

て、実際にそのときの状況にはよりますけ

れども、金利が低いところで借り入れるこ

とを考えておりますので、必ずそのまま同

じ金融機関から続きで借りるということ

ではありません。そういった借り方という

ことで、借り換えを実施してきておりまし

て、令和８年度もそういう形で考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 質問番号３番、令和７

年分所得税非課税枠の拡大のお話及び個

人市民税の税収への影響のお問いであっ

たかと思います。 

 令和８年度個人市民税におきまして、所

得税のような基礎控除額の変更はござい

ません。しかしながら、給与所得控除の増

額や、新たに創設される特定親族特別控除、

非課税ラインの引上げ等による影響とし

まして、減収額約３，８００万円を見込ん

で予算計上しております。 

 なお、減収に係る国からの補塡等は示さ

れていない状況でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号４番、集会

所の今後の検討についてお答えいたしま

す。 

 令和６年度、集会所の老朽化の程度を評

価するため、躯体や設備等の基礎調査を実

施いたしました。 

 また、集会所それぞれの管理運営委員会

に対して、利用状況等のヒアリングを実施

しております。 

 これら基礎調査の結果から、ハード面の

評価をし、ヒアリング調査結果から、ソフ

ト面の評価をするとともに、周辺の公共施

設の整備状況なども考慮しながら、今後の
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集会所の在り方を検討していきたいと考

えております。 

 続きまして、質問番号５番、ＥＳＣＯ事

業についてでございます。 

 まず、契約期間終了後ですけれども、Ｅ

ＳＣＯ事業により整備した設備は本市の

所有になりまして、本市が維持管理してい

くことになります。 

 もう１点、光熱費が上がっている影響と

いうことですけれども、ＥＳＣＯ事業の契

約については、特に影響はございません。

ＥＳＣＯ事業の削減効果の保障というの

が、エネルギー量ではなくて、光熱水費に

なっております。ですので、この光熱費が

上昇している状況では、エネルギー量より

も、光熱費のほうが効果が大きくなって、

事業効果も大きくなるものでございます。 

 なお、昨年度におきましても、光熱費だ

けじゃなくて、エネルギー量も目標を達成

しておりまして、順調に事業効果が出てい

ると認識しております。 

 続きまして、質問番号６番、公共施設等

総合管理計画についてでございます。 

 第１期計画で基本的な考え方を示して

おりまして、基本理念として、公共施設等

マネジメントの実践による高質で持続可

能なサービスの提供としております。 

 その基本理念を実現に向けた取組とし

て、財務、品質、供給、改善、体制の五つ

の観点の基本方針を定めております。第２

期計画についても、この基本的な考え方は

引き継いでいく予定でございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号８番の２

回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、現行制度の評価について追加で説

明というところでございます。反射材付き

ジャンパーは平成２６年度からの数値で

答弁いたしましたけれども、ピークが令和

元年度の３０１枚、そして、令和６年度が

最も少なく７４枚と、減少傾向にございま

した。 

 人生１００年ドライブの自転車の無償

譲渡につきましても、令和２年度の３５台

の譲渡から、令和６年度には５台の譲渡、

希望者につきましても、１００名以上の希

望者が令和５年度には１７名と減少傾向

にございました。こういったことと、先ほ

ど答弁いたしました社会情勢の変化等を

合わせまして、制度の変更を考えたところ

でございます。 

 制度変更につきましても、先ほどの答弁

のとおり、実施に向けた運用について、事

業者と詳細を詰めているところでござい

ます。目下課題といたしまして、運転手の

負担増を言われているところでございま

すので、利用実施に向けて、取組を進めて

まいりたいと思っております。 

 令和８年４月１日から導入される、いわ

ゆる青切符に関する啓発方法についてで

ございます。こちらにつきましては、啓発

効果の高いチラシを多く用意いたしまし

て、これまでにも実施しています出前講座

やキャンペーンなどにおいて摂津警察署

や自治会などと連携して、周知啓発を強化

しているところでございます。 

 ３月号の広報紙にも掲載しており、今後、

春以降も機会を捉えて実施してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、９番目、千里丘駅西地区周

辺の放置自転車対策につきまして、対策の

考え方についての質問にお答えいたしま

す。 

 まず、千里丘駅西地区周辺の放置自転車

対策の現状を説明させていただきます。自
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転車駐車場整備センターの運営する駐輪

場がございまして、その他民間の駐輪場が

ある状況でございます。この整備センター

運営の駐輪場につきましては、月ごとにそ

の利用状況を把握しておりまして、１０

０％ほどで推移しているということで、利

用率が高いことは認識しております。 

 民間駐輪場には、駅からの距離が多少あ

り、空きがあることもありますが、利用率

が高い現状があることを踏まえまして、整

備センターの運営の駐輪場は、自動車や二

輪車の需要が低いところの部分を自転車

の枠に変更するなど、工夫をしているとこ

ろでございます。 

 一方で、放置自転車の状況につきまして

は、これまでも注視している中で、移動保

管の自転車台数に大きな変化はないとこ

ろでございますので、引き続き、駐車場の

利用率、移動保管の台数などの推移を注視

してまいりたいと考えております。 

 千里丘駅西地区の再開発における自転

車駐車場、放置自転車の対策についてです。

事業に伴って必要な駐輪台数は満たした

形での駐輪場を計画いただいておると聞

いてございます。供用後につきましても、

整備センターとの連携と民間駐輪場の活

用と併せまして、自転車の利用マナーの啓

発もしっかり行った上で、放置自転車の推

移等も注視してまいりたいと考えており

ます。 

 また、レンタサイクルの廃業もある中で、

シェアサイクルの設置の検討でございま

す。委員が御指摘のとおり、シェアサイク

ルが、千里丘駅周辺で、ほかの地域に比べ

て密度が薄いということは認識しており

ます。令和７年度も１３ポートの増設をし

て、現在６１か所、４６０ラックまで増設

をしてきたところでございます。増設は主

に鳥飼地域、駅から離れた地域での公園な

どを中心とした場所にしかまだ置けない

と。道路上に置けず、千里丘駅周辺は土地

の高度利用が進んでおりますので、なかな

かスペースが見つからないのが現状で、苦

慮しているのが正直なところでございま

す。今後、施設管理者など、関係者と情報

収集等も連携して、スペースを見つけたと

きには、速やかに設置できるような体制で

取り組んでまいりたいと考えてございま

す。 

 続きまして、１０番目、摂津市地域公共

交通計画に位置づけている１３の施策に

ついて、令和８年度の進め方でございます。 

 本計画には、目指す将来像から、当面目

指す５年先の目標を達成するために、１３

の施策を位置づけております。こちらの施

策につきましては、路線バスなどの既存公

共交通を利用しやすい状態にする、すなわ

ちセッピィ号と循環バスの運行形態を見

直し、こちらをメインとした五つの目標に、

それぞれ一つから三つの施策を紐づけて

いるところでございます。施策ごとに計画

には各役割を明確化しておりまして、摂津

市バス事業者、施設管理者、市民、地域な

ど多様な主体でもって取り組んでいく役

割を明確化しているところでございます。

この多様な主体により、令和７年度から施

策の検討、事例収集をスタートしておりま

す。今年度につきましても、シェアサイク

ルの設置も当然ながら、キッズファクトリ

ーと連携して、モビリティ人材育成事業を

実施したり、東大阪市の先進事例として、

タクシー乗り場の設置の検討など、事例収

集のための視察も同時に進めているとこ

ろでございます。 

 令和８年度につきましても、こうした体

制を維持しまして、多様な関係者からの情
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報収集等も同時に進めていくことによっ

て、合意に至ったものから実現に至ってい

ければと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号１１番、都市

再生地籍調査（街区境界調査）事業の市内

全体でのパーセンテージとのお問いでご

ざいました。 

 令和７年度末時点の見込みについては、

進捗率が７.３％の状況でございます。 

 続きまして、質問番号１２番でございま

す。 

 公共基準点管理事業のお問いでござい

ました。まず、基準点と水準点の違いとい

うところで御答弁申し上げます。 

 基準点と水準点の主な違いは、測量の目

的と測り方が異なる点でございます。国土

地理院のホームページ等で説明されてい

る内容では、基準点は主に水平位置、地球

で言うと、経度とか緯度です。平面的な位

置の確定に使われる内容で、水準点は、高

精度な標高、高さの決定に使われるものと

いうことで、両者それぞれ設置基準がござ

いますので、基準点は、主に山頂や平野部、

水準点は、主に道路沿いで約２キロメート

ル間隔で設置されるものでございます。 

 続きまして、お問いの中での市内の公共

基準点で４級基準点の設置の全体の箇所

数でございますが、今設置を計画いたして

おります箇所数については、摂津市全体で

８８４か所を計画いたしております。令和

１４年度までに設置できるように進めて

おりますが、限りある予算の範囲の中で設

置に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１３番でございま

す。 

 千里丘駅東口再整備事業の工事が、当初

令和１０年３月の完成予定とさせていた

だいております。この完成に当たってのイ

ベントを開催されるということの委員の

御質問だと思います。今も、千里丘まちづ

くり協議会であったりとか、各種団体によ

りまして、東口の駅前広場におきまして、

様々、清掃活動や地域に貢献されている活

動等々あろうかと思います。そちらにつき

ましては、道路管理者としても非常にあり

がたい活動であるとこの場を通じて感謝

申し上げる次第でございます。 

 代表質問の市長答弁でもございました

ように、今後は市内外から選ばれるまちと

いうところで、市長も掲げておられますウ

ェルビーイングなまちということの中で、

摂津市全体へも波及効果が得られるよう

な形で、活動も軸にしながら、行政も一体

となって協働して取り組んでまいります。

こういうイベントが開催されることによ

って、さらによりよい効果が生まれるもの

かと、私の個人的な見解、感想ということ

で述べさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 黒田課長。 

○黒田道路交通課長 質問番号１４番、摂

津市自転車活用推進計画の流れ、進捗につ

きまして、お答えいたします。 

 本計画の短期整備路線につきましては、

令和２年度から令和５年度に計画どおり

完了しております。 

 中期整備路線につきましては、短期整備

路線の完了年度である令和５年度から整

備を開始しているところでございます。未

整備の中期整備路線につきましては、千里

丘三島線と千里丘９２号線及び千里丘新

町２号線の２路線で、計画期間内での設置

を目指しているところでございます。 

 質問番号１５番、千里丘三島線道路改良
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事業の完成までのスケジュールについて

お答えいたします。 

 本事業の三島工区につきましては、三島

３丁目の三島まちかど広場から三島２丁

目交差点までの西側の区間を対象として

おりまして、令和７年度は、道路用地に係

る沿道の土地利用の変化、開発事業が見込

まれましたので、そちらに合わせまして、

予算を計上し、用地を取得して、一部暫定

利用ができるような状態を目指している

ものでございます。 

 完成までのスケジュールにつきまして

は、既存の土地利用や財政状況等に応じて

進めていく考えでございまして、予算確保

や交渉内容の検討など、早期実現に向けた

取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号１６番の

緑の基本計画改定についての御質問にお

答えいたします。 

 緑の基本計画の改定において、市民意見

を反映させることが必要となりますが、方

法としましては、アンケートの実施を考え

ており、ワークショップの開催は考えてお

りません。 

 ワークショップにつきましては、具体的

な取組を実施する際に必要と考えており

ます。例えば、緑の基本計画に位置づける

公園の整備及び管理の方針に基づく取組

として、公園の再編計画の策定や再整備が

考えられます。このような取組を実施する

際には、ワークショップを開催してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 篠﨑課長。 

○篠﨑建築課長 ２回目の建築課に関わ

るものについて、お答えいたします。 

 まず、質問番号１７番、特定空家対策事

務事業でございます。令和６年度で文書を

送付しまして、まだ未改善の空き家で、令

和７年度で再度苦情が来た案件につきま

しては、改善を促す文書を再度送付してお

ります。 

 その他の空き家につきましては、これか

ら調査をかける予定としております。 

 また、長屋の一部空き家につきましては、

空家等対策の推進に関する特別措置法の

対象とはなりませんが、改善を促す文書は

送付しております。 

 また、苦情主には、空家等対策の推進に

関する特別措置法の対象とならないこと

から、あくまで所有者対応となることを伝

え、御理解いただいているところでござい

ます。 

 管理不全空家の対応につきましては、ま

ず、空き家の現状をお知らせするところか

ら始めまして、改善が見られなければ、指

導の文書を送付いたします。指導文書の中

に、一定の期間が経過しても改善が見られ

なければ、管理不全空家となりまして、さ

らに時間が経過し、勧告がなされれば、固

定資産税の小規模住宅用地の特例が解除

される旨の文書を通知することとしてお

ります。 

 １８番目、多世代定住促進事業のリニュ

ーアルの背景、総括です。多世代同居・近

居支援事業について、過去には増額補正を

お願いしたこともございました。この事業

につきましては、補助金給付したときから

３年間定住していただくことを条件とし

ておりまして、給付から３年間定住してい

るか、また、多世代の構成がなされている

かの確認をする必要がありまして、その調

査に時間を要していたこと、３年以内に他



- 51 - 

 

市へ転居し、同居・近居が解消されていれ

ば、補助金の返還を求めなければならず、

返還に応じてもらえなければ、返還請求の

訴訟を起こす必要もあったことから、見直

しを行ったものでございます。 

 また、新たな多世代定住促進事業の周知

方法につきましては、これまでと同様です

けども、ホームページや市民課で配布して

いる転入者向けチラシに同封して周知を

実施していく予定でございます。 

 １９番目、震災対策推進事業でございま

す。近年は、確かに除却が増えております。

大阪府下全体でも除却による耐震化が多

いと認識しております。また、少なからず、

除却が空き家対策にも貢献していると考

えております。 

 連棟長屋の耐震化につきましては、連な

る住戸全体で耐震改修をする必要があり

ます。それぞれに所有権がある場合はハー

ドルが高く、耐震化は難しいと認識してお

ります。そのため、一室のみ補強する耐震

シェルターや住み替えなどの啓発を実施

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 寺田次長。 

○寺田建設部次長 質問番号２１番、狭隘

道路整備事業の道路管理課所管で、建築確

認申請前の御相談の件数の実績をお答え

させていただきたいと思います。 

 ２月末時点での実績でございますが、相

談件数４２件でございます。そのうち、中

心後退２メートル、プラス側溝４０センチ

に応じていただいているのは２１件でご

ざいます。その２１件のうち、寄附が２件、

使用貸借は９件、自主管理が１０件となっ

てございます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 質問番号７番と２

２番を合わせまして、公園における防犯カ

メラの設置と市場池公園における対策に

ついての御質問にお答えいたします。 

 公園管理者としまして、防犯カメラの設

置が必要と考えるのは、公園で犯罪が発生

した場合や、故意と思われる施設の破損が

頻発する場合、また、公園利用に係る苦情

が多発する場合でございます。このような

公園につきましては、防犯カメラ設置の優

先度が高いものとして、防災危機管理課に

報告をし、防犯カメラの設置について検討

していただいております。 

 次に、市場池公園における対策について

でございますが、公園の維持管理にも活用

できるような、いろいろな場所に取り外し

可能な乾電池式の簡易カメラの設置に向

けて、現在準備を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２４番、防災

資機材及び備蓄用品整備事業に関する２

回目のお問いでございます。 

 備蓄品のメンテナンスのお話の中で、と

りわけエンジン発電機のお話だったかと

思います。エンジン発電機ですけども、非

常にデリケートな機械でございまして、放

っておくと、必ずかからなくなるというこ

とで、令和７年度にエンジン発電機の動作

確認を全てさせていただきました。それぞ

れの倉庫には、最低１台動くエンジン発電

機を職員の手で整備して配置をしたとこ

ろでございます。令和８年度は、令和７年

度同様に、防災危機管理課職員が点検を行

うことを予定しております。 

 また、ガソリンやエンジンオイルが揮発

したり酸化することでエンジンがかかり
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にくくなるということもあります。ガソリ

ン缶詰という商品がございましたので、そ

ちらを手配いたしておるところでござい

ます。 

 また、経年劣化が見られる発電機もたく

さんありますことから、今後は、特定財源

の活用も含めて、発電機の更新について検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 質問番号２６番、防災対策事業に係る御

質問に御答弁いたします。 

 地域防災計画のパブリックコメントの

意見でございました。８名から９件の意見

を頂戴いたしました。そちらへの対応です

けども、それぞれの御意見、計画そのもの

に影響があるもの、そしてないもの等々ご

ざいました。あるものにつきましては、計

画の一部修正を加えまして、その対応につ

きまして、各委員へお知らせするとともに、

市のホームページにも掲載したいと考え

ておるところでございます。 

 それから質問番号２７番、避難所運営マ

ニュアルの作成に係るロードマップの必

要性でございました。 

 こちらにつきましては、委員がお知りお

きのとおり、避難所運営マニュアルは、手

作りでやる部分、そして地元の中に入って

やる部分、非常に多くの時間と労力が必要

でございます。ただ、施設個別のマニュア

ルがないところにつきましても、汎用版の

マニュアルがもともとございます。その汎

用版のマニュアルも施設個別のマニュア

ルに準じてブラッシュアップして、更新は

完了いたしております。 

 今後のロードマップということでござ

います。繰り返しになりますが、委託せず

職員の手作りでやっておりますもので、少

しでも早く作成できるように努めてまい

りたいと、そのように存じます。 

 質問番号２８番、個別避難計画の策定に

ついて、計画の必要性です。 

 こちらは、自ら避難することが困難な高

齢者や障害者等の避難行動をあらかじめ

決めておくことが非常に重要であると認

識しております。計画の作成に当たりまし

ては、作成の優先順位が高いと市が判断す

る方について取り組むこととなっており

ます。避難行動要支援者、大体市に３，０

００名ほどいらっしゃいますけれども、個

別避難計画の作成について同意を得た上

で着手しております。 

 難病患者の中でも、電源の確保が必要で

ある対象者から優先して作成をしておる

ところでございます。 

 質問番号２９番の防災人材の育成に係

る防災サポーター養成講座の御質問でご

ざいました。 

 近年は、防災士取得費用助成金の申請者

に対するアプローチにとどまっておりま

したけれども、令和７年度から、防災士の

資格を取得していない新規の防災サポー

ター向け講座を２回実施しております。そ

のうちの１回は、既存の防災サポーター及

び防災士資格取得者向けの講座と兼ねて

実施いたしました。令和８年度におきまし

ても、同様に実施する予定といたしておる

ところでございます。 

 最後に、質問番号３０番、マイ・タイム

ラインの普及に関するお問いです。 

 広域避難フェスティバルにおきまして

は、来場者にアンケートを実施しておりま

して、回答者の多く、約９割程度が避難を

考えるきっかけになったと回答されてお

ります。 

 また、本市の防災アドバイザーでありま

す香川大学の竹之内准教授と連携して実

施した風水害時の避難判断に関するシミ
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ュレーションにおいては、多くの方が台風

上陸前に避難をされていたということで

確認をいたしております。 

 避難スイッチにおきましては、マイ・タ

イムラインと同様に、市全域に周知を図り

ますけれども、地域版防災マップの作成に

おいては、多様な関係者が参加するワーク

ショップを開催するとともに、作成したマ

ップ及び動画をツールとして活用してい

くことで、特に水害リスクの高い地域での

周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。 

 それでは、３回目の質問です。 

 まず１番目でございますが、最終、令和

７年度決算が出ないと分からないと、結論

的に言うたらそういうことやと思いまし

た。何とかこの基金の取崩しが収まること

を私も願っています。批判的に見ているわ

けではなくて、せっかくつくったもんやか

ら、そのとおりになったらいいという思い

もありながら、令和７年度決算を注視して

いきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 また、令和７年度の決算審査のときにも、

ああだこうだと言うと思いますけど、よろ

しくお願いします。これは要望です。 

 ２番目、土地売払収入でございます。約

４，２７０万円の予定のところが約３，０

５０万円高い、約７，３２０万円で売れた

のは、喜ばしいことです。これからも、こ

うあってほしいもんです。ということで、

今後とも、財産の売払い等については、ど

うか国の基準によらずとも、民間のいいと

ころは取り入れていただいて、公平性はな

いとあきせんけども、そういう中で、より

高く売れるように、より経費が少なくて済

むように、今後ともしっかりと計画をもっ

て進めていっていただきたいということ

を要望しておきます。 

 次、３番目でございますが、令和８年度

の予算全貌についてでございます。 

 借り換えについては分かりました。今後

とも上手くやってください。なるだけ金利

も抑えるような形でやっていただきたい

と思います。 

 それから、１６０万円の壁です。これに

ついても３，８００万円ほどの影響が出る

ということであります。国からの補塡はあ

りませんが、何とか吸収できる範囲という

ことでございます。 

 今後は１７８万円の壁の部分の影響が

出てくると思いますけれども、今のところ

これについても恐らく永年保証はないだ

ろう。違う形で国からは何かあると思いま

すけど、今回は交付税の計画を膨らませて

地方に力を入れてもらっているというこ

ともありますから、しっかりこれも注視を

しながらお願いします。 

 それで、当初では３３億４，０００万円

取崩しです。中期財政計画では、令和８年

度は３億６，４００万円の取崩しと。７億

５００万円の積み立てとなっていますか

ら、プラスでも全体でいうと基金が積み上

がることになるんです。 

 いろいろ要因はあると思います。私的に

考えているのは、令和８年度はあるんだろ

うと思うんですけど、財政課として見立て

を聞いておきたいと思います。 

 それから４番目、市立集会所の関係でご

ざいます。令和６年度の調査に基づいて、

調査・検討していくということであります

けれども、これは第２期の摂津市公共施設

等総合管理計画の中で検討していくとい
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うことです。 

 集会所は、先ほど来あるように、老朽化

しているものが非常に多い。だから再編対

象ということになる。これまでも再編を何

個かしてきました。今後も何となくお荷物

のように思っている。 

 でも、実際には、地域にあったら使い勝

手がよくて活発に使われているものもあ

る。そうでないものもあります。これはよ

く調べないといけないということがある

わけです。 

 その中で、考え方を変えますと、ふだん

から地域の人が集まって親しまれている

場所でもあり、災害のときには地域を支え

合えるような拠点として使っていくこと

もできます。そのためには、耐震化してお

かないといけないこともあるんですけど

も、身近な地域支え合い拠点としての活用

もできるのではないか。 

 後で言いますけど、自宅避難者がたくさ

ん生まれると思います。特に地震の場合は

全部避難してこれないから、結局は自宅で

避難する。何かいろいろ問題がある、持病

があるという人は、自宅で避難している人

も多い。 

 そういうことがあって、能登半島地震で

もそうですけど、多くの自宅避難者の中か

ら関連死の人が出ました。そんなことがあ

って、自宅避難者もしっかり支援をしてい

く、福祉的な支援をしていくことを重視さ

れるように法律改正がされました。 

 これはまだ地域防災計画には入れられ

ていませんけど、次の段階で入れていって

いただくと思います。そのときに、集会所

は大事な位置づけになると思うんです。 

 全然使われていないものもあるけども、

集会所、老人活動拠点、二つの意味合いが

あり、もう一つ、地域支え合いセンターと

いう位置づけを持って、災害のときにはこ

こはそういうふうに使いますという考え

方を盛り込むことも大事やと思うんです。 

 過去２年間に社会福祉協議会で、災害ボ

ランティア養成講座というのをやりまし

た。そのときに、吹田市にお住まいの防災

士の方が盛んに言われていました。地域支

え合いセンターがあって福祉の活動をや

っていくことができるんだということで、

そのことを提唱されています。私も何かそ

れに感化されて、その考え方は大事やと思

っていました。法律の改正もありました。 

 この集会所の考え方について、そういう

地域支え合いセンターとして福祉を提供

していく。また、自宅避難者をしっかり守

っていくような一つの拠点にもなる。こう

いう観点を、ぜひ、第２期摂津市公共施設

等総合管理計画の中の考え方に入れてほ

しいと要望しておきます。これは検討して

いただきたいと思います。 

 次、庁舎管理事業です。ＥＳＣＯ事業が

いよいよ令和９年度で終わって、摂津市の

所有になることになりますし、最終的には、

これはまた評価なり総括をされると思う

んです。 

 それを基に、次のＥＳＣＯ事業ができな

いかという検討もなされるだろうと思う

んです。 

 なので、これはしっかり総括していただ

いて、そして、検討もしていただく。この

前、言いました公共施設等総合管理計画の

中にそういう考え方も入れて、ぜひとも検

討していただきたいと要望しておきます。 

 ６番目、ＦＭ推進事業についてでござい

ます。 

 基本となる考え方をいろいろ言ってい

ただきましたけど、私が気になっているの

は、中期財政計画の中に書かれていまして、
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将来の人口動態や財政状況等を念頭に置

きつつ、利用状況や市民ニーズを踏まえつ

つ公共サービスの在り方を検討し、集約や

複合化等再編を推進することで、公共建築

物総量の縮減を図ると書いてあるんです。 

 これは恐らく担当課の方が入れておら

れると思うので、今後やっていく中での根

拠になるんだろうと思います。 

 摂津市は同程度の市の中でいうと、公共

施設の１人当たり面積が多いそうです。だ

から減らすという方針で行くようでござ

います。それも一つの考え方で大事なこと

だろうと思いますけれども、その中でも要

るもんは要る。 

 先ほど言った、一番ターゲットになりそ

うなのは、数の多い集会所です。 

 だから、単に合理化するというだけでは

なくて、今言いましたような考え方も踏ま

えまして、集会所の新たな拠点としての使

い方も、ぜひ加味をしながら、単に減らす

ということではなくて、そういうことをよ

く検討していっていただきたいと思いま

す。この根拠については、担当課としては

どう考えておられるのか、今言いましたこ

のことについて、お答えいただきたいと思

います。 

 ７番目、防犯カメラ設置事業、これは２

２番と一緒に答えていただきましたけれ

ども、私は、公園に順次、防犯カメラを設

置する必要があると思っています。 

 要望は水みどり課にしたとしても、実際

に設置をする費用は防災危機管理課が持

っています。 

 そこのところは、ぜひ必要性をよく認識

していただきまして、この問題はまだまだ

何とかしなあかんのです。これから警察も

動いて、何とか犯人を特定して、その家に

行って、どうも高齢者のようです。８０歳

ぐらいの人やそうなので、家族にもちゃん

と言って、注意をしてもらうようにやって

いかないと、収まりがつきませんから、こ

れは最後までやらなあかんと私も思いま

す。どうかそういう意味では、将来的には

防犯カメラについても検討してください。 

 それから、今、担当課で、乾電池式のも

のの設置を検討とおっしゃっていただき

ました。それをまた持って帰らせていただ

いて報告したいと思いますが、より最善の

方法でいろいろよろしくお願いしておき

たいと思います。 

 公園は、地域にとっても非常に重要なも

ので、大事にしていかなきゃいけないと思

っております。しっかりとした管理を、こ

れこそ協働でやっていきたいと思います

から、お願いします。これも要望です。 

 ７番目と２２番目は以上です。 

 次、８番目、交通安全啓発事業でござい

ます。だんだん人数が減ってきたことも背

景にはあるということで、新制度に切り替

えていくということでございます。これは

うまく乗っていくように、努力をお願いし

たいと思っています。 

 その上で、自転車の青切符についての啓

発を見せてもらいました。分かりやすいチ

ラシも作っていただいていますし、それを

基にこれからしっかりまたいろんな団体

に対して啓発活動をやっていただけると

思っておりますので、積極的にやってくだ

さい。よろしくお願いします。 

 その上で、自転車で大事なのは、ヘルメ

ットをかぶってもらうことが大事です。前

からずっと言っていますけど、ヘルメット

かぶせ隊、そういう分かりやすい取組をや

っていただいて、のぼり旗を立ててしっか

りＰＲしていく。交通安全運動だったらそ

ういうのもぜひ検討してください。よろし
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くお願いします。これも要望です。 

 次、９番目の放置自転車等対策事業につ

いてでございます。なかなか使われていな

い民間の空いている自転車置場もあった

りして、不思議やと思っていますけども、

そういうのも踏まえてしっかり対策をお

願いします。 

 それから、どうしても人間の心理として、

お店のすぐ近くに止めてしまう、ここに逆

らうのはなかなか大変なことで、これを取

り締まっていくのも大変なことでござい

ますから、どうしても遠いところやったら

止めてもらえない。 

 千里丘駅東口も最初は地下に駐輪場が

あったんです。だからお店の人も地下に止

めたらええねんって言うてました。でも、

なかなか止めてくれない。地下に自転車を

置いて買物に行ってもらえないという事

実があったりして、そういうこともあるの

で、恐らく店の前に止めようとする人が出

てきます。これは電磁ロックを置くことも

踏まえて、今後できてからのことになるか

もしれませんけども、しっかり対応をお願

いしたいと思っておりますので、これも要

望としておきます。 

 それから、シェアサイクルです。これは

ぜひ分かりやすいところへ移動していた

だいて、多く利用していただけるようにお

願いします。大阪全域で展開されているこ

とでありますが、今は分かりにくいから知

らない人も多いと思います。僕も、こんな

とこにあるわというのを知りました。地下

にあるんです。だからなかなか分からない

と思うので、分かりやすいところにぜひ移

動してくださいということで、検討いただ

くとのことでございますから、よろしくお

願いします。これも要望でございます。 

 続きまして、１０番目、公共交通確保維

持事業についてでございます。しっかりこ

れもお願いしたいと思います。でも、全部

一遍にやるわけにはいけへんやろから、優

先順位として、このバス路線の話、これが

最優先やと思います。めり張りもつけて、

計画を見ながら、忘れることないように進

めてください。よろしくお願いします。ま

だまだ聞いていきます。要望です。 

 １１番、都市再生地籍調査でございます。 

 まだ７．３％で、なかなか時間がかかり

ます。前に聞いたときは４％とか５％でし

た。終了するのに何年ぐらいかかるのか。 

 田舎は結構早いかもしれません。うちの

田舎も早いことやりました。これは官民境

界やなくて民民境界も全部やりました。こ

れも国の政策でありますけど、粛々と進め

てください。要望しておきます。 

 １２番目、公共基準点管理事業です。こ

れもまだまだ時間のかかる取組です。令和

１４年度まで続き、８８４か所設置してい

くということでございます。これも計画的

にしっかりと取り組んでいただきますよ

う、お願いしておきます。要望です。 

 １３番、千里丘駅東口再整備事業につい

てでございます。 

 これは担当課長の熱い思いを聞きまし

たので、ぜひ完成した暁には、イベントを

やりましょう。これは地域を巻き込むこと

が大事でございますので、フォルテ摂津商

人会も活性化できるように頑張っていき

たいと思います。これ要望です。 

 １４番目、交通安全対策事業についてで

あります。 

 これも計画的に進めていただいている

ことが分かりました。短期は令和２年度か

ら令和５年度で終わったと。今、中期のも

のを令和５年度から令和１１年度にかけ

てやりますとのことでございますので、計
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画的に進めてください。どうぞよろしくお

願いします。要望としておきます。 

 １５番目、千里丘三島線道路改良事業に

ついて、これもしっかり計画的に進めてい

ただきますようにお願いしておきます。要

望です。 

 １６番目、緑の基本計画改定委託料につ

いてでございます。ワークショップは、計

画まではやらへんけども、公園の再編計画

のときには、ワークショップでやっていき

たいということでございます。期待してお

きます。 

 ぜひとも協働をしっかりと前に出して、

協働による公園整備、公園運営、公園管理

ができていくことを希望しておきます。要

望です。じっくり時間かけてやってくださ

い。 

 １７番目、特定空家対策事務事業につい

てでございます。 

 どんどん増えてくるので、難しい問題だ

と思いますが、地道にしっかり取り組んで

くださいますように、ぜひ知恵を絞ってい

ただいて、よろしくお願いします。これも

要望です。 

 １８番目、多世代定住促進事業です。こ

れも、ぜひとも分かりやすく周知してくだ

さい。ホームページも大事だけど、不動産

屋としっかり連携を取って、不動産屋から

も情報が入るようにしてください。不動産

屋から正確に情報提供してもらうことで、

ぜひとも情報発信を進めていただきたい

というので、要望としておきます。 

 １９番目、震災対策推進事業についてで

ございます。 

 これもいろいろ今まで御苦労されてい

るのは分かっています。集中的に密集地域

にはチラシをまいて相談会をやったりと

かしていただいていますから、引き続きし

っかりお願いしたいと思います。 

 なかなか進まへんのが残ってきていま

すから、しっかり努力をしていただきなが

ら、持続して取り組んでいただくようにお

願いしておきます。これも要望です。 

 ２４番目、防災資機材及び備蓄用品整備

事業です。意識を持っていただいておりま

すので、今後ともお願いしたいと思います。

これも要望です。 

 ２６番目、防災対策事業についてでござ

います。 

 今、示されている地域防災計画の中に、

地区防災計画の策定等の項目があるんで

す。その項目については国と同じように書

いてはりますけども、これは地域なり自主

防災会なりで提出することができるとな

っています。 

 国の法律では作成可能ということで、作

成を奨励しているわけでございます。摂津

市としては、書いてあるけども、これは奨

励されているのかどうか。実際何か手を打

つことがあるのか。令和８年度の取組はど

うなのかを聞いておきたいと思います。 

 防災サポーターはさっき聞きました。取

組をやっていただけるということですか

ら、期待しておきます。 

 防災会議の中で意見が出ていましたけ

ども、昨年の災害救助法改正等によって、

福祉サービスの提供、特に在宅避難者の支

援について記載がないと指摘があるんで

す。これは議事録に書いてあります。 

 このことについて、今後どのようにされ

るのか、聞いておきたいと思います。 

 ２７番目、避難所運営マニュアル作成に

ついてでございます。ロードマップをつく

るなりしていただきたいと思いますので、

作成が加速することも踏まえて、どういう

ふうにつくっていくか、体制もよく考えて
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いただきながら、これを進めてください。

いいことだと思いますから、よろしくお願

いします。要望です。 

 それから、個別避難計画の策定でござい

ますが、これはなかなか大変で、３，００

０名ほどいて５件ですから、努力義務にな

っているけど、なかなか全部つくっていく

のは難しいと思う。 

 結局そうなると、自宅避難をする人の支

援になってくると思うんです。だから全部

つくれない代わりに自宅避難者をしっか

り支援して関連死を減らしていくことに

なってくると思っていまして、その辺の兼

ね合いで、これはこれで進めていかないと

いけないけれど、間に合わない。これが現

状やと思いますので、粛々とやってくださ

い。要望としておきます。 

 次、２９番、防災人材の育成についてで

ございますが、防災サポーターに何かやっ

ていただくと。いろいろ研修とか講座もや

っていただくということでございますか

ら、期待しております。何やったら一緒に

やりましょう。 

 マイ・タイムラインについてでございま

すが、これも非常に大事な取組だと思いま

すから、具体的な取組を進めていただくよ

うにお願いします。例えば、この間の広域

避難フェスティバル、来年もやるかどうか

分かりませんけど、そういう機会を捉えて

やるとか、どんどんやっていただきたいと

お願いしておきます。これも要望です。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員、２１番目の狭

隘道路については、よかったですか。 

○藤浦雅彦委員 ２１番目の狭隘道路で

ございます。今年２月末までに４２件の相

談、そのうち２１件は、中心から２メート

ル４０センチ下がるようになりましたと

のことです。半分は２メートルしか下がっ

ていないとのことになりますが、ここは、

ぜひ情熱を持って、執念を持ってやってい

ただきたいんです。 

 道路をきれいに整備していくのは、非常

に大事なことやと思っていまして、緊急車

両が入ってくるとかいろんなことを考え

て、特定の地区を決めていると思います。

摂津市はうるさいと、２メートル４０セン

チ下がるまで絶対引いてくれへんとうわ

さが立つぐらいに、やっていただきたいと

思うんです。 

 茨木市が早い時期からこれをやってい

ました。茨木市は絶対引かないです。そう

いう評判が立っていました。絶対引いてく

れへんというぐらいの強い思いで、ぜひ進

めていただきたいということをお願いし

ておきます。要望です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 財政課に係ります

御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番になります。 

 令和８年度当初予算での繰入金が三十

数億円の取崩しがあるけれども、中期財政

計画では、それが３億６，４００万円ほど

の取崩しで、７億円ほどの積立となってい

ると。それについて財政課としてはどのよ

うに見立てているのかという御質問でご

ざいました。 

 令和８年度の当初予算につきましては、

先ほど御答弁申し上げました。実際に歳入

と歳出のところで、令和７年度よりは多く

なってきております。 

 しかしながら、市債発行額が令和７年度

と比べますと減っているのと、主要基金か

らの繰入金は、当初予算の時点で令和７年

度よりも減っている状況がございます。 
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 不用額をどう見るかにつきまして、これ

も先ほど御答弁申し上げたところもござ

いますが、過去の年度での不用額が、どれ

ぐらいか実績を参考にして、見立てをして

おります。 

 これも令和８年１月時点での決算ベー

スでの見通しということで、事業費の部分

について、その分の不用額が出る部分が大

きいのかと考えております。不用額を見通

しで計算しましたところ、令和８年度の中

期財政計画での見通しにつきましては、取

崩し額が令和７年度と比べて少ないとい

う状況と、なおかつ積立ができる見込みと

しております。 

 この積立は、後年度への財源不足の際の

支出に備えができるものとして見立てて

おりますが、このように令和８年度の執行

ができるようにやっていきたいと考えて

おるところです。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 質問番号６番、公共

施設等総合管理計画についてでございま

す。 

 本市だけではありませんが、公共建築物

の老朽化は大きな問題でございます。 

 また、人口減少社会において、今の公共

建築物の規模を維持していくことは困難

であり、社会変化に対応した最適な保有量

と適正な配置が求められます。 

 このような状況から、１人当たりの公共

建築物の延べ床面積を数値目標として設

定して、取り組む必要があると考えており

ます。 

 まだまだ検討中ではございますけれど

も、例えば、人口減少率に合わせて１人当

たりの公共建築物の延べ床面積も減らし

ていくという目標設定もあろうかと思い

ます。今後また他市の先進事例も参考にし

ながら、検討していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 質問番号２６番、防災

対策事業に係る３回目の御質問にお答え

いたします。 

 まず、地区防災計画に関するお問いでご

ざいます。 

 地域防災計画は、市全体を対象にしたも

のでございまして、その活動主体は行政等

が中心であるのに対して、地区防災計画は、

地域防災計画の中に居住者等が活動主体

となる計画として、コミュニティレベルで

の具体的な防災活動を位置づけるもので

ございます。 

 地区防災計画は、住民や事業者といった

地区の居住者等が計画の素案を作成して、

市の地区防災計画に規定できるよう、市に

提案することができるものでございます。

地区から作成に向けた相談等があった場

合には、行政の役割、被害想定、それから

災害対策に係る情報提供でありますとか、

訓練の実施支援、計画素案の確認・調整等

を行っていくこととしております。 

 続きまして、在宅避難者の支援のお話で

ございます。 

 災害救助法が適用された場合、一義的に

は大阪府は救助の実施主体となりまして、

市は大阪府の補助を行うこととなります。

被災者に対する福祉サービスの提供など

災害救助法の改正に係る事項につきまし

ては、特に大阪府の地域防災計画と整合性

を図る必要がございます。 

 法改正を踏まえた大阪府地域防災計画

の改定作業につきましては、令和８年度に

実施が予定されていると聞いております。 
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 大阪府地域防災計画の改定後に、本市の

地域防災計画の改定作業を進めて、法改正

の内容を反映していきたいと、このように

考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 もう終わりにしますが、

３番目の財政の話でございます。御答弁で

は、令和８年度も実際に決算額が見えてこ

ないと分からないということだろうと思

いますけども、いろいろ要因があると思い

ます。例えば、令和９年度になりますと、

千里丘駅西地区の再開発が完成します。 

 そうすると、結構多額のお金を立て替え

ていますから、精算をされると精算金が返

ってきます。こういうこともあったりとか、

大型開発が一つ終わっていくことになり

ます。 

 そういうことも踏まえて、どのように進

んでいくかは、しっかり注視して、財政を

見通していかなあかんと思います。 

 そういう意味で、今回はこの質問の中で

は中期財政計画との整合性をテーマにさ

せていただきました。 

 これは、前のときも副市長から御答弁い

ただきましたけど、中期財政見通しに、摂

津市における位置づけ、財政全般を総括的

に、最後に聞いておきたいと思います。 

 それから、もう一つはＦＭです。大事な

ものだけ最後に残しているので、ＦＭも非

常に大事な計画になるとは思うんです。 

 先ほど、この中期財政計画の中に書いて

いるとおり、公共施設が多いから、摂津市

は減らしていく考え方があるということ

でございまして、それもそうかもしれませ

ん。でも大事なものは残していくというこ

とは、変えたらあかんと思うんです。 

 稼働率がよく問題になります。公共施設

の低い稼働率をどうしていくかは、検討す

る余地があるんです。 

 例えば今、摂津市で重要視しているのは、

中高生の居場所づくりです。前は子ども食

堂と言っていましたけど、今は中高生の居

場所づくりもやっていくということでご

ざいます。 

 この居場所づくりをするんやったら、稼

働率の低いところで、施設を活用できるよ

うに考えていく。こういうのも大事なこと

やと思いますし、そういう観点も持ちなが

ら、ＦＭは考えていただきたいと思います。 

 それから、随分まちが変わってきました。

安威川以北はマンションがどんどん建っ

ていますが、子供が遊ぶ場所が少ない。旧

三宅小学校も校舎が残ったままですが、何

とかせなあかん。こういう課題も残ってい

ます。 

 そういうことも踏まえて、全部ＦＭの中

に入ってくると思いますから、いろんな考

え方が必要で、先ほど集会所の考え方を言

いましたが、地域支え合いセンターとして

の位置づけはどうやと提案しました。 

 こういうことも踏まえて、ぜひしっかり

検討していただいて、将来を示せるような

計画としていただくことをお願いしてお

きます。これは要望です。 

 それから最後に、防災です。 

 地区防災計画は、先ほど副理事が言われ

たように、地域からつくっていくものやけ

ども、地域でつくれることすら市民は知り

ません。市は、こういうのをつくってくだ

さいという推奨をしてるんです。 

 そういう気がありますか、ないですかと

いうことを聞いているわけでございます

が、どうもなさそうです。 

 以前は、洪水ハザードマップが地区防災

計画に当たりませんかと言ったこともあ
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りまして、一旦、地域防災計画に書いても

らったこともありますけど、今回は消され

ました。これは違うということでございま

して、いろんな計画もありますけど、一定

必要な計画になってくると思うんです。 

 なので、これはぜひ研さんしていただき

たいと思っています。 

 その上で、先ほど最後の改正、去年の改

正災害対策基本法、それから改正災害救助

法、去年の７月１日から施行されています

けども、この中に福祉的支援が入っていま

す。 

 被災者に対する福祉的支援、これは、高

齢者等の要配慮者、それから在宅避難者な

ど多様なニーズに対応するために、この災

害救助法の救助の種類に福祉サービスの

提供が適用されたということです。 

 福祉関係者との連携強化、また、災害対

策基本法においても、福祉サービスの提供

が明記をされまして、支援につなげるため

の被災者、避難所の状況の把握が明記され

ています。このことは災害犠牲者を減らす

ために大変重要なことと私は重視をして

いるわけでございます。 

 これは、本会議のときに部長から答弁を

いただいておりますけれども、そのときも、

在宅避難者の支援拠点についてどうだと

聞いたことに対して、この避難所に来られ

ない災害時要援護者の方などがおられる

場合は、平常時の支援のネットワークを生

かした支援が有効であると考えられる。そ

のため、共助の組織として、地域で支援拠

点が開設された場合には、しっかり連携を

図り、物資の補充等について協力してまい

りたいと答えていただいております。 

 前向きに答えていただいていますので、

まず、そういう拠点を、あらかじめを用意

しておく、つくっておく、考えておくこと

が、考え方の中に必要だと思うんです。 

 今言っている福祉サービスの提供にお

いては、これはどこやいうたら在宅避難者

です。在宅避難者の中には動けないとか、

避難所には行けない人がいらっしゃるわ

けで、こういう人たちに、関連死にならな

いようにしっかり福祉サービスをしてい

こうと法律で明記をされたので、次の地域

防災計画には、ぜひともこれを盛り込んで

いただきたい。 

 盛り込んだ上で、さっき言いました集会

所がそういうようになるかどうか分かり

ませんけど、そういう支え合い拠点、これ

をしっかり明記していただきたいという

ふうに思うんです。 

 そうすることによって、関連死も含めた、

一人も犠牲者を出さない防災ができると

思うんです。くしくも明日で東日本大震災

から１５年です。当時も予算審査の委員会

をやっていました。 

 そういう摂津市の体制を構築していく。

これは、大事な決め手になると思うんです

けど、このことを踏まえて、一人も犠牲者

を出さない摂津市の防災体制を構築して

いくことについて、副市長から最後に決意

を聞いて終わります。 

○安藤薫委員長 副市長。 

○山本副市長 財政の関連と防災の関連

の御質問だったと思います。 

 まず、財政の関係から御答弁させていた

だきますと、健全財政の観点から、先般の

代表質問でもたくさんの御質問がござい

ました。 

 その中での市長の答弁を少し御紹介さ

せていただきますと、今後の財政運営につ

いて、本市の将来を見据えたまちづくりを

進めていくためには、現行の行政サービス

や業務プロセスを絶えず見直し、改善をし
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ていく不断の改革を推し進めることが重

要だと述べられておられます。 

 そのためには、変化していく社会情勢に

対して、危機感と当事者意識を絶えず持ち

ながら見直していくことが大変重要であ

ります。今後も絶えず最善を求めていくこ

とが大変重要であると述べられておりま

す。 

 中期財政計画の観点でいきますと、中期

財政計画の目標の一つには、財政調整基金

の残高４０億円を堅持していくことが一

つの目標として掲げております。 

 主要基金について、減少していくことは

避けられないかも分かりませんけども、今

後安定した財政運営を確保していくため

には、その目標を達成する必要があると考

えております。 

 そのような状況下におきましても、行政

経営戦略をはじめ、各分野の施策も当然な

がら推進していく必要がございます。 

 先ほども申しました前例踏襲だけでは

なくて、絶えず見直していく。目的意識

等々を持ちながら、最小の経費で最大の効

果を上げる組織づくりをつくってまいり

たいと考えております。 

 続きまして、防災の観点で、一人の犠牲

も出さないという御質問でございます。 

 防災の観点も代表質問で市長に各会派

から御質問がございました。その中を少し

紹介させていただきますと、地域防災計画

は、災害応急対策業務の手順の具体化に向

けて、行政の業務継続計画、いわゆるＢＣ

Ｐ及び受援計画の作成に取り組み、より円

滑な災害対応ができる体制整備につなげ

ていかなければなりませんと。 

 そのことが一人の犠牲者も出さないこ

とにつながっていく。災害に強い摂津市を

目指してまいりますと、市長も御答弁なさ

れております。私も同じ気持ちで今後取り

組んでまいりたいと考えております。 

 先ほど委員からはスイッチとありまし

た。御質問の中にもありましたように、明

日で、東日本大震災から１５年となります。

東日本大震災後、今は、縁が薄くなってお

りますけども、岩手県釜石市といろいろ連

携をいたしました。 

 当時、釜石の奇跡ということで、中学生

が小学生の手を引き、高台に逃げていかれ

ました。その姿を見て、大人がそれについ

ていく形で高台に逃げられた。その方々は、

貴い命をなくさずに済んだ。 

 釜石の奇跡ということで、いろいろとマ

スコミ等々が取り上げたと思います。私も

何度か釜石市に寄らせていただきました

けれど、釜石市の方々は、奇跡ではないと。

当然ながら学校の先生方が子供たちにそ

ういう教育をしたと。当然だとおっしゃっ

ておられたことは忘れられません。スイッ

チを入れるということは大変重要ですし、

そのためにもマイ・タイムラインの重要性

は認識をしております。 

 議員の皆さんは、各委員会の行政視察で

釜石市に行かれた方もあろうかと思いま

す。その中でいろいろ釜石市のお話も聞か

れたと思いますけども、そのことを忘れず、

私としては防災に取り組んでいきたいと

思います。 

 そのことをはじめとして、市民の方々、

団体、事業者といった地域の方、全ての

方々に関連する取組でもございますので、

地域防災の強化をしていくためには、地域

のつながりが不可欠であると私自身も考

えております。 

 防災施策におきましても、協働のまちづ

くりの理念の下、防災の関係者のみならず、

福祉関係者、教育関係者等々、民間の方々
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も含めて、様々な分野における関係性が大

変重要であると私も認識しております。そ

のことを推進していけるように邁進して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。 

 以上で終わります。 

○安藤薫委員長 本日の委員会はこの程

度にとどめて、散会をしたいと思います。 

（午後４時５６分 散会） 
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